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午前１０時００分 開会 

○戸田委員長 ただいまから予算決算委員会を開会いたします。 

 土光委員から本日の委員会を欠席する旨の連絡がありましたので、報告いたします。 

 本日は、当委員会に付託されました議案第３号及び議案第２２号から第３８号までの１

８件について総括質問を行っていただきます。委員は質問席において、当局は自席にて、

起立の上、発言をお願いします。 

 初めに、自由創政、田村委員。 

○田村委員 おはようございます。令和５年度の一般会計当初予算について、総括質問を

させていただきます。明日からの分科会では、個別事業についてお伺いをいたします。ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

 まず、令和５年度の一般会計当初予算額は７５５億５,５００万円で、前年度当初予算額

と比較して１.２％、８億９,５００万円の増となり、過去最大の予算規模となりました。

そして、国の補正予算に呼応し、１２月、３月補正予算で前倒し計上された１１億９,９２

１万円と合わせると、実質的な予算額は７６７億５,４２１万円となっています。令和５年

度当初予算で、本市は、コロナで疲弊した市民生活から米子のにぎわいをいかに復活させ

られるか、まさに正念場の１年であり、健康、子育て施策をさらに充実させ、歩いて楽し

いまちづくりを具現化していけるよう、市長のまちづくりにかける思いの詰まった超積極

型の予算と言えます。この夏、新しい米子駅の完成が大きな転機になってくると考えます

が、市長の当初予算に対しての思い、特にまちづくりの７つの柱についてお伺いします。 

○戸田委員長 伊木市長。 

○伊木市長 まず、当初予算に対する考え方からですけど、大体話をしていただいたのか

なというふうに思いますが、特に考慮したことといたしましては、現下の経済情勢でござ

いまして、物価高騰の状況がございますので、これにつきましては十分な考慮をさせてい

ただいたというところがございますし、また、この予算組みの最中にも、大体コロナの状
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況、見通しというものが少しずつ立ち始めた時期でもありましたので、令和５年度は、恐

らくコロナがある程度終息した形での年度になるんではないか、それによってできる事業

とか、そういったものを考えながら、ある程度積極的に進めていくべきは進めていこうと

いうことを考えた予算となっております。 

 もちろん、それから、本市の財政状況というものを見据えながら、健全性というものに

ついては十分に配慮をしながら、やるべき事業というものを取捨選択しながら、予算組み

をしたところでございます。その結果、７５５億５,５００万と、過去最大の予算となりま

したが、これはあくまで必要と思われる事業を積み上げていった数字であり、かつ国や県

との連携の中で、財源をしっかり確保していくということも含んだ予算組みとなっている

ということでございます。中でも、やはり上げていただきましたけども、がいなロードが

今年の８月に供用開始という時期を迎えます。歩いて楽しいまちづくりを今進めていると

ころですけれども、駅周辺ですとか、あるいは角盤町、皆生温泉やあるいは米子港、それ

から、引き続き米子城跡の史跡整備事業、こうしたものを進めていきながら、歩いて楽し

いというものを具体的に実現していく、その大きな年になるのではないかというふうに思

っております。 

 また、子育て環境、あるいは教育環境の充実というものは、これは将来のやはり米子を

背負って立つ子どもたち、人材の育成という面では欠かすことのできないものであります。

効果の発現は随分後になるかも分かりませんけれども、今やっておくべきことについて注

力をしたというとこでございます。 

 また、市民の健康という面におきましても、フレイル対策、これ令和元年度に永江地区

で実証実験しましたところ、非常にいい成果が出たもんですから、本来、そこからどんど

ん横展開するべきところ、コロナになりまして、約３年ちょっと停滞してしまいましたが、

令和５年度はこのフレイル対策事業につきましても、ある程度横展開しっかりしていける

だろうという見込みの中、寄附も頂いたところでもありますし、こうした事業を重点的に

組んだところでございます。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 よく分かりました。 

 それでは、続きまして、人口が減少し、少子高齢化が進展するなどの社会状況が続けば、

税収や地方交付税などが減少する一方で、社会保障費はさらに伸びていくものと見込まれ

ることから、税制や国の地方に対する政策などが変わらなければ、当然厳しい財政運営を

強いられることとなります。だからこそ、今後は、より市長の力量というものが問われて

まいります。時には慎重に、時には大胆に、伊木カラーを押し出して、政策を実行してい

ただきたい、こう思います。 

 そこで、伊木カラーとも言うべき、「住んで楽しいまち よなご」、また、歩いて楽しい

まちづくりを推進するために、予算のどこに力点を置き、どのような政策展開を図られる

のか、伺います。 

○戸田委員長 伊木市長。 

○伊木市長 力点を置いたところでございますが、先ほど少し触れたところにも関わりま

すが、まず、歩いて楽しいまちづくりを進めようと思っております。これは、今、指摘を

していただきましたけども、人口減少によりまして、今、全国各地の地方都市、あるいは
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中山間地において、様々なことが何かできなくなるとか、閉じてしまうとか、そのような

衰退の傾向といいましょうか、そういったものがいろんなところで見られるようになりま

した。そこで、やはりまちづくりの基本というものは、人が集まってにぎわいを創出して

いくというところ、ここをいかに出していくかというところが大変重要なところでありま

すが、そこで、やはり、先ほども少し触れましたけれども、がいなロードの完成と相まっ

て、歩いて楽しめるエリアというものを少しずつ増やしていくということを努力していか

なければいけないというところで、この歩いて楽しいまちづくりを掲げさせていただいて

おります。 

 それと、幾ら人口が減少しても、やはり将来の米子、あるいは将来の日本を背負って立

つ子どもたち、この教育については大変重要なテーマだと思っております。少子化という

大きな問題もございますし、そうしたところで、子育て・教育環境のさらなる充実という

テーマを掲げまして、ソフト事業、ハード事業、ハード事業についてはなかなか財政繰り

が難しいところはあるんですけれども、それでも工夫をして、ちょっと本会議のほうでも

触れたかも分かりませんけれども、工夫をしながら進めていくようにしているところです

し、ソフト事業につきましては、もうできる限りしっかりと教育委員会の要望に応えてい

きたいというふうに思っているところでございます。 

 また、これも今委員から指摘がございました社会保障費の増というところも、これも重

要なことではありまして、増えていくのは一定程度は仕方ないとしても、その増え方をあ

る程度抑制できないだろうかというところで、フレイル対策は、先立つ費用が出るんです

けれども、将来的には介護が必要でない方々が増えていくことによって、比率が増えてい

くことによって、社会保障費の増加のペースを遅らせることができるのではないか、そこ

を見込んでフレイル対策というものにしっかりと乗り出していこうというふうに考えてお

ります。 

 こうしたことを重点に置きながら、既に策定をしております米子市まちづくりビジョン

に掲げた７つの柱、これを予算配分等を見据えながら、一つ一つ事業として積み重ねて、

このたびの予算を作成したというところでございます。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 続きまして、投資的経費と税源涵養について伺います。 

 令和４年９月に示された米子市中期財政見通しにおける投資的経費の推計が６９億円で

あったところ、令和５年度当初予算において約７６億円と計上されているところでありま

すが、この上振れをした背景を伺います。 

 また、同じく投資的経費において、令和６年度から令和１３年度の間においての推計が

約４０億円から８４億円の範囲で各年度に示されていますが、今後、予定される上下水道

施設再構築にかかる費用として約１６４億円、山陰歴史館にかかる費用として約１１億円、

米子新体育館にかかる費用として数十億円及び義務教育学校整備にかかる費用として数十

億円などが示されていますが、これらの費用は、さきに示された中期財政見通しにおける

投資的経費に含まれているものであるのか、伺います。 

 また、中期財政見通しの税源涵養についても触れられていますが、令和５年度以降、ど

のように税源涵養策を講じられていかれるのか、伺います。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 
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○永瀬総務部長 まず、投資的経費の上振れの要因でございますが、これは、当初予算編

成におきまして学校施設の今後の整備方針を見直したことや、市民球場の整備など、新た

に国庫補助金の対象となりましたことから、積極的に予算計上したため、こういったこと

により投資的経費の増につながったところでございます。 

 また、今後の投資的事業と中期財政見通しの関連のお尋ねだと思いますが、中期財政見

通し策定時点で方針が決定しておりました事業につきましては、その概算事業費を盛り込

んだところでございます。一方、その時点で方針が決定していなかったもの、あるいは積

算が困難であったものにつきましては、土木費や教育費などの大枠といたしまして、一定

の事業費を見込んでいるものでございます。 

 また、今後の税源涵養策でございますが、これは引き続き企業誘致や都市圏の本社機能

移転に向けて、関係機関と連携いたしまして積極的に誘致活動を行っていくほか、今後の

新型コロナウイルス感染症の５類移行を契機といたしまして、経済活性化の施策にもより

一層注力してまいりたいと考えております。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。 

 続いて、実質公債費率の見込みについて伺います。引き続き財政健全化と評される範囲

内の数値見込みではありますが、昨年度より０.５ポイント増加となっています。その要因

と今後の見通しについて伺います。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 実質公債費率の要因とその見込みについてのお尋ねで

ございますが、まず、要因につきましては、近年実施いたしましたクリーンセンターの長

寿命化、それから、小学校の長寿命化、それから、米子駅南北自由通路の整備などの大型

の投資的事業を実施してまいりました。この影響で公債費が令和４年度予算に比べて１.

９％の増となっております。それに伴いまして、実質公債費率は、令和４年度の決算時で

すけれども８.４％、令和５年度８.９％に増える見込みでございますが、この数値につき

ましては、第４次行革大綱におきまして、持続可能な財政基盤の確立を図るための数値目

標ということで、１０％未満を設定してございまして、それを下回っている状況でござい

ます。 

 それから、今後の見通しにつきましては、今後も新体育館の整備、美保地区での義務教

育学校の整備などの大規模投資的事業が予定されておりますので、公債費負担は微増傾向

となる見込みではございます。しかしながら、必要な投資的事業はしっかりと実施するこ

とを基本にしつつも、その財源の確保や実施方法の工夫などによりまして、収支のバラン

スを取りながら、財政基盤の維持を図るように財政運営に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 続きまして、令和５年度予算の中で、特に目を引くのがウォーカブル推進、

子ども・子育て施策、フレイル対策であると感じております。これは伊木市政２期目の折

り返し点を迎える中で、スピード感を持って重点的に配置をされたその結果だと思います。

これらの事業の全体計画において、どのくらいの事業期間を想定されているのか、伺いま

す。 
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 また、健康寿命延伸の観点から、先ほども詳細に御答弁いただきましたが、効果の出現

が後になるという前提ではありますが、ウォーカブル推進、フレイル対策において期待さ

れる民生費の圧縮効果については、将来的にどの程度の規模を想定されるのか、伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 そういたしますと、まず、私のほうからは、歩いて楽しいまちづく

り関連事業の期間について答弁させていただきたいと思います。 

 この歩いて楽しいまちづくり関連の事業につきましては、まちなかの米子駅周辺、そし

て角盤町周辺、そして米子港周辺の３つのエリアと、それと皆生温泉エリアでの取組を進

めることとしております。各事業の事業期間についてでございますが、米子駅周辺につき

ましては、ウォーカブル推進事業により、令和３年度から令和８年度までとなっておりま

す。そして、角盤町周辺エリアにつきましては、これも同じくウォーカブル推進事業とい

うことで、令和４年度から令和８年度までを予定しております。米子港周辺エリアにつき

ましては、これは中海・錦海かわまちづくり計画に基づき、都市再生整備計画により、こ

れは令和３年度から令和６年度までにしております。そして、最後、皆生温泉エリアにつ

きましては、整備を街なみ環境整備事業としておりまして、これは令和４年度から令和８

年度までの期間を予定しているところでございます。 

○戸田委員長 景山こども総本部長。 

○景山こども総本部長 それでは、子ども・子育て施策について御答弁申し上げます。 

 令和５年度の主な施策といたしまして上げております公立保育所等整備事業につきまし

ては、今年度は２園の統合園が開園したところでございます。引き続きまして、現在、東

保育園、西保育園、ねむの木保育園、南保育園につきまして事業を進めておるところでご

ざいまして、東保育園につきましては令和７年度、西保育園、ねむの木保育園、そして南

保育園につきましては令和８年度の開園に向けまして、重点的に取り組んでいるところで

ございます。そのほかの園につきましても、米子市子ども・子育て支援事業計画に定めて

おります構想に基づきまして、毎年１園ずつの開園に向けまして、周辺状況を踏まえなが

ら進めてまいります。 

 また、妊娠、出産、子育てへの一貫した伴走型支援と経済的支援を一体的に実施する、

出産・子育て応援交付金事業ですとか、家事や育児に対する不安を抱える妊婦、そして、

子育て世帯、ヤングケアラーなどへの訪問支援を行います子育て世帯訪問支援臨時特例事

業につきましては、国の施策に連動する事業でございますが、国の動向を踏まえて今後は

検討する必要はございますけれども、これらの事業のベースとなります子ども・子育てへ

の切れ目ない伴走型支援は、本市がこれまで重点的に取り組んできたものでございまして、

これからも継続して行っていくこととしております。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 私のほうからはフレイル対策事業について御答弁いたします。 

 フレイル対策事業につきましては、全市展開の加速化を図るため、既存のフレイル対策

事業に加え、令和５年度に６５歳以上の要支援及び要介護認定者を除く全ての方を対象に

フレイル度チェックの一斉案内及び実施、対象者へのフォロー、チェックの結果に応じた

フレイル予防実践教室の実施などを民間事業者と連携、協働し、一体的に実施することと

しております。令和５年度中にできるだけ多くの方を対象に、集中的にフレイル度チェッ
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クや予防実践を実施していきたいと考えております。なお、フレイル対策は健康寿命の延

伸に向けて継続して実施する必要がある取組であり、随時、事業の見直しや改善を行いな

がら実施していくこととしております。健康寿命の延伸の観点から、ウォーカブル推進、

フレイル対策による民生費の圧縮効果についてのお尋ねでございますが、ウォーカブル推

進の効果の一つとしまして、国は健康寿命の延伸を掲げておりますが、期待される民生費

等の圧縮効果の具体的な額は持ち合わせておりません。また、フレイル対策につきまして

は、令和３年１２月に策定した米子市フレイル対策実行指針において、様々な仮設条件を

つけた上で、モデル的に介護給付費の抑制効果額を試算しましたところ、６５歳から７２

歳までの高齢者が今後７３歳から８７歳までの間において、介護給付費が約１６億円抑制

されると算出したところではございますが、今後の中長期的な事業効果につきましては、

研究し、把握できるよう努めていきたいと考えております。 

 いずれにしましても、民生費や介護給付費などへの圧縮効果が最大限となるよう、フレ

イル対策事業のほか、ウォーカブル推進などのフレイル予防に資すると考えられる事業と

横断的に連携していきたいと考えております。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 このウォーカブルとかフレイル対策というのは、効果が見えてくるっていう

のはやっぱり先になるっていうのはおっしゃったとおりだと思うんですが、やはり現時点

で、この効果額っていう具体的な額は持ち合わせてないという御答弁でありましたが、こ

れはちょっと残念だなと思いました。やはり民間企業から多額の御寄附も頂いたり、市民

の皆様も非常に期待をしている事業であります。したがいまして、ある程度の具体的な目

標額というのは、今後、定めていただいて、ぜひ何年までにというふうにしないと、単に

サブスクが増えたというふうに市民から言われないように、これについては注視してまい

りたいと思います。あと、家に閉じ籠もってばっかりの方をどんどん連れ出すとか、そう

いった、場合によっては、アウトリーチ型の支援というのも必要になると思います。そう

いうものも併せて対応していただければと思います。 

 続きまして、次に、米子市まちづくりビジョンの７つの柱の中で、交通基盤の充実と歩

いて楽しいまちづくりについてお伺いをいたします。 

 令和５年度、懸案であった米子駅がいなロードの開通により、米子駅南北の一体的な道

路整備も着実に進行しています。令和５年度は、歩いて楽しいの具現化を図る重要な年と

なります。そこで、令和５年度歩いて楽しいまちづくりの関連予算の概要について伺いま

す。また、これまで見えてきた課題についての御見解も伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 まず最初に、歩いて楽しいまちづくり関連予算の概要についてでご

ざいますが、米子駅南北自由通路整備事業等につきましては、いわゆるがいなロード、駅

南広場の整備及び北広場の整備でございます。また、がいなロード開通に合わせた記念イ

ベントの種々配置等、これを予定しているところでございます。 

 米子駅周辺エリアにつきましては、米子駅南側の市道米子駅目久美町線の路面の美装化

及び歩行空間の整備、そして、目久美公園の測量設計、あと、駅前通り、文化ホール周辺

の道路等での道路空間の利活用の実証実験を予定しているところでございます。 

 角盤町周辺エリアにつきましては、市道角盤町通り西線、角盤町通りでございますけれ
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ども、これの道路の美装化、そして、市道冨士見町南東倉吉町線、これグリーン通りでご

ざいますが、これの歩行空間の整備、そして、朝日町公園で公衆トイレのバリアフリー化

などの再整備、さらには、える・もーるアーケードの機能強化及び本通り商店街アーケー

ドの撤去に対する支援などを行う予定にしております。 

 そして、次に、米子港周辺エリアでございますけども、これは中海・錦海かわまちづく

り計画に基づきまして、親水空間を生かした芝生広場などの整備をする予定にしておりま

す。 

 皆生温泉エリアにつきましては、皆生みらいの灯りコンセプトに基づく照明施設の新設

を予定しているところであります。 

 そして、全体といたしまして、歩いて楽しいまちづくりの機運を高めるためのシンポジ

ウムなどを開催する予定にしております。 

 そして、委員お尋ねのありました、これまでに見えてきた課題についてのお尋ねでござ

いますが、各エリアの共通の課題といたしましては、やはりこのインフラ整備をすること

によって、民間事業者のまちの投資、これをやっぱり促すことが課題であるかなというふ

うに考えておりますし、あと、各エリアのにぎわいの創出を図ること、そして、あわせて、

そのエリアのにぎわいを市全体に波及させること。そして、それらの波及、いわゆる活性

化に向けた、このまちづくりの取組をマネタイズすることが課題であるというふうに認識

をしております。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。 

 では、令和５年度当初予算編成方針における基本方針において、既存の事業については

これまで以上にその目的を再確認した上で、必要性や再検証を行い、事業の廃止、縮減を

含めたより効果的、効率的手法への見直しに取り組んでいくことが不可欠であるとされて

いますが、令和５年度予算編成において、前年度事業において、この方針により廃止、縮

減された事業があるのか、もしあるのであれば、その事業名について伺います。 

 また、編成に当たっての留意事項において、政策的経費については、後年度における財

政負担や費用対効果、終期などを要求することとされていますが、政策的経費については

全て終期が設定されていたのか、お伺いをいたします。 

 続きまして、新規事業についても必ず終期を設定するということになっていますが、設

定されているのか、伺います。また、その終期については、資料として頂けるものなのか、

伺います。 

 最後に、補助金等の見直しとして、米子市補助金交付基準によって必要な見直しを行っ

ていない補助事業は、確実に廃止、休止することとなっていますが、該当する補助事業が

あったのか、伺います。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 まず、既存事業の見直しによります廃止、縮減事業はあ

ったかという御質問でございますけれども、一例を挙げさせていただきますと、避難行動

要支援者個別計画作成推進事業でございますけれども、従来のケアマネジャー等の福祉専

門職に委託する手法で行っておりましたが、これを変更いたしまして、福祉専門職から対

象者のアセスメント情報の提供を受けつつ、主として自治会、自主防災組織といった地域
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の支援者と、それと市の協働で作成するというやり方に行いまして、事業費の削減を図っ

ている事例がございます。事業費で大体１,０００万円弱の縮減効果となっております。 

 また、学校の施設の長寿命化につきましては、スピード感を持って対応するため、従来

の大規模改修から、外壁改修や屋上防水などの中規模改修を組み合わせることで、事業費

を縮減しつつ、より多くの学校で実施できるように、そういった手法に変えたというもの

もございました。続きまして、終期の設定につきまして、政策的事業や新規事業について

のお尋ねでございますが、まず、新規の補助事業につきましては、米子市補助金交付基準

に基づきまして、計画等に定められてますものを除きまして、５年を超えない範囲で設定

をしているところでございます。そのほかの事業につきましても、国、県の補助による事

業については、補助制度に基づき終期を設定してますほか、各種計画表に基づき設定を行

っているところでございます。 

 それから、資料の提供についてでございますが、これは必要がございましたら対応させ

ていただきたいと考えております。続きまして、補助金の交付基準に基づきます廃止、休

止についてのお尋ねでございますが、補助金の見直しにつきましては、米子市補助金交付

基準で実効性の確保に問題があるですとか、交付基準に適合しないものにつきましては、

３年を超えない範囲で見直しすることとしております。期限が到来したにもかかわらず見

直しを行っていない事業につきましては、原則として廃止することとしておりますが、令

和５年度当初予算では該当はございません。以上です。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。 

 では、パンデミックからの経済回復について伺います。本日から私たちもマスクは自己

判断というふうに、コロナに対する対応が変わりつつあります。また、令和５年５月８日

にコロナウイルスが５類に移行されるということが決まっており、このフェーズが切り替

わるとき、市民や事業者の意識を変えていただけるような施策を当初予算で対応できるの

か、また、回復が鈍化傾向になった場合の補正予算での対応をどのように想定してるのか、

伺います。 

○戸田委員長 若林経済部長。 

○若林経済部長 すみません、ちょっと喉が痛いので、私、外したかったんですけど、外

しておりません。 

 市民や事業者の意識を変える施策についてという、これが当初予算で十分対応できるか

というお尋ねでございます。新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが５類に引き下げ

られますが、直ちに人の往来や経済活動が回復されないというおそれは十分にあると考え

ております。こうした状況に対処するための施策については、当初予算に盛り込んではお

りませんが、必要な施策について、今後の補正予算で対応していきたいと考えております。 

 それから、回復が鈍化傾向になった場合の補正予算での対応についての想定でございま

すが、引き続き市内の事業者や商工団体、金融機関等へヒアリングなどを行いまして、現

状の把握に努めることで、必要に応じた施策について、国や県の動向も注視しながら、で

きるだけ早い検討、実施をしてまいりたいと考えております。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。では、次に、医療福祉支援についてお伺いします。 
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 現在の物価高騰を受け、医療・福祉施設への支援策は、国や県において継続的に取り組

まれているところでありますが、在宅で介護保険や障がい者福祉のサービスを受けておら

れる方々こそ、日々の生活が非常に厳しい方が多いと仄聞しております。これらの方々に

対する本市独自の医療・福祉支援として経済的な支援が検討されているのか、伺います。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 本市独自の医療・福祉支援の検討についてのお尋ねでございますが、

在宅で介護保険や障がい福祉のサービスを受けられておられる方は、年金で生活されてい

る方が多く、昨今の物価上昇等の影響を受け、厳しい生活状況にある方もおられると認識

しております。今年度、生活困窮の方を対象とした国の給付事業だけでなく、本市におき

ましても、県の補助金を活用しまして、生活保護世帯や在宅で重度の障がいのある方を対

象とした特別障害者手当の受給世帯などを対象としました原油価格、物価高騰に伴う生活

支援事業を２回実施し、家計の負担軽減を図ってきたところでございます。 

 来年度、当初予算におきましても、今年度と同様、原油価格、物価高騰に伴う生活支援

事業に伴う経費を計上しているところでございまして、引き続き国、県の動向を注視しな

がら、必要な施策を考えていくこととしております。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 次に、道路行政についてお伺いします。 

 米子駅南北自由通路について、令和５年８月完成、供用開始をすべく現在計画が推進さ

れており、米子市にはさらに山陰の玄関、交通の要所として寄与するものと大きく期待を

しております。一方、道路においては、救急車、消防車の通行ができない道路が多数散見

されており、住民生活に密着した生活道路の整備が喫緊の課題であると考えます。令和５

年当初予算においては、前年度予算に比べ増額対応されていますが、同事業についてはス

ピード感を持った対応が必要であると考えられます。今後の生活道路の整備及び予算対応

方針についてお伺いします。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 今後の生活道路の整備及び予算対応方針についてでございますけ

ども、市内には道路幅員が狭く、そういった道路が多数あり、その中には住民の生活に影

響を与えるような道路も存在しております。これらの道路整備につきましては、自治連合

会ですとか、自治会からの要望を中心に、令和２年度に作成いたしました道路整備評価基

準により評価を数値化いたしまして、優先度の高いものから実施することとしております。 

 また、予算対応方針につきましては、他事業とのバランスというものを考慮しなければ

いけませんけども、国庫補助金や起債を活用し、引き続きの予算確保に努めてまいる所存

でございます。 

○戸田委員長 田村委員。 

 続いて、子ども・子育て支援についてお伺いします。 

 国においては、子ども・子育て支援について異次元の対応を取る方針を示されています

が、本市においても、人口の減少化、少子高齢化時代を迎えている現在、それらに対する

方策、子ども・子育て支援をどのように検討されているのか、また、子ども・子育て支援

に係る今後の方針とともに、国の施策実施に呼応した方針は想定されているのか、お伺い

します。 
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○戸田委員長 景山こども総本部長。 

○景山こども総本部長 子ども・子育て支援についてでございますけれども、妊娠・出産・

子育てといった状況に寄り添う伴走型の支援、相談支援体制を整備いたしまして、妊娠期

から切れ目なく子育て世帯を支援していくことに重点を置いて取り組んでおるところでご

ざいまして、安心して子どもを産み、育てられるまちの実現に向けたこのような取組をし

っかりと進めていくことが少子化対策につながっていくものと考えております。 

 令和５年度の当初予算では、国の施策と連動いたしまして、伴走型支援と経済的支援を

一体的に実施いたします子ども・子育て応援交付金事業を今年度に引き続きまして計上い

たしまして、ほかの施策と併せて子育て世帯等に寄り添う切れ目ない伴走型支援をさらに

推進してまいります。また、地域の子育てを支援し、子どもたちのためによりよい保育環

境を整備するために行う公立保育所の統合建て替えにかかる経費を計上しております。４

月に設置されますこども家庭庁は、こどもまんなか社会の実現に向けまして、子どもに関

する施策を一元化し、切れ目ない支援を行うこととしておられますが、これは本市が現在

取り組んでいることと軌を一にするものでございます。現在、国のほうでは次元の異なる

少子化対策を掲げ、児童手当を中心とした経済的支援の強化、そして、幼児教育・保育等

サービスの強化・拡充、また、働き方改革の推進、制度の充実の以上の３つの基本的方向

性に沿って検討を行っておられるところでございますが、その詳細につきましてはまだ示

されてはおりませんけれども、引き続き国の少子化対策や県の動向など情報収集いたしま

して、本市が必要とする施策に活用しながら、本市の子ども・子育て支援のさらなる充実

に努めてまいります。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 最後の質問になります。様々な事業における情報発信予算についてお伺いい

たします。 

 本市の様々な事業において、情報発信予算が計上されていますが、これらの情報予算、

また内容について、総括的に管理、精査されているのか、それとも、それぞれの事業ごと

で行われているのか、お伺いいたします。 

また、秘書広報課や観光課、商工課など、広報・情報発信予算が計上されていますが、

お互い効果的に情報発信できるように連携をされているのか、お伺いします。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 まず、広報予算の内容を総括的に管理、精査しているのかというお尋ね

でございますが、それぞれの事業におけます広報の予算につきましては、事業所管課の予

算として計上はしておりますが、その内容につきましては、予算編成の中で事業を精査す

る過程で関係課において情報を共有し、連携することを前提として予算計上したものでご

ざいます。 

 また、効率的に情報発信できるよう、秘書広報課と事業担当課が連携しているのかとの

お尋ねでございますが、これは実際の広報に際しましても効率的かつ効果的な発信ができ

るよう、事業所管課と秘書広報課が連携を図り行っていくこととしておりますが、このこ

とはシティープロモーション推進室の設置以来、基本的な広報の推進体制でございます。 

○戸田委員長 田村委員。 

○田村委員 以上で私ども会派、自由創政の予算総括質問を終わりますが、私どもは令和
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５年度は反転攻勢へ打って出る年であるというふうに位置づけておりまして、このたびの

予算、さらに実効性を増していけるように我々も努力してまいりたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○戸田委員長 次に、信風、安達委員。 

○安達委員 おはようございます。予算の総括質問をさせていただきます、信風の安達卓

是です。よろしくお願いします。今回、質問を事前に提出しておりまして、その順に質問

項目を起こしながら質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、１点目ですけれども、議案２８号、令和５年度米子市一般会計予算についてです。

先ほども質問者が言っておられましたけれども、新年度の予算については、今まで過去最

高ということで予算が組み立てられているというふうに私も理解しております。大きくな

った予算をどのように市民サービスに向けて実行していくか、そういったところが、これ

から我々この議場で、また委員会で質問を展開し、皆さんとともに新しい予算でこれから

の市民生活を充実ということに育んでいかなければならないなという視点で質問させてい

ただきます。先ほど言いました新年度予算について、歳入の確保ということを１点お聞き

して、それぞれ質問に対しての答弁を聞きながら、また再質問等をしていこうと思います

のでよろしくお願いします。 

 まず、１点目ですけれども、地方消費税交付金、そして、地方交付税、国庫支出金、県

支出金について、どのように見積もって予算立てをされたか、ここについてお聞きしたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 歳入の見積りにおきまして、消費税交付金、地方交付税、

国庫支出金と県支出金の予算計上、見積り方についてのお尋ねでございます。 

 まず、地方消費税交付金と地方交付税につきましては、国が示しました地方財政計画に

基づき算出しているところでございます。それから、国と県の支出金、補助金等につきま

しては、補助制度に基づきまして必要な額を計上しておりますけれども、その額の確保の

ために、配分等につきまして積極的に要望活動を行うなど、そういった確保策に努めてい

るところでもございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 私のほうから質問しました項目について、それぞれ説明をしていただきまし

た。国県の支出金についてですけれども、自分は少しそこのところでお聞きしたいんです

が、まず、配分等をどのようにポイントを絞って予算を組み立てられたか、そういったと

ころをもう少し詳しくお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 国県交付金の配分、確保についてのポイントということ

でございますけれども、やはり特にまちづくりビジョンに示しました重点事業、進める事

業、特に歩いて楽しいまちづくりですとか、そういったものにつきましては、予算の見積

りの前に国費の要望活動、これはもう精力的に関係課で要望いたしまして、額の確保に動

いて、努めているということでございまして、それを参考にしつつ、それぞれの補助制度

に示されてます補助率で事業費に対しまして予算額を見積もったところでございます。 

 それとあわせまして、新しい事業でいいますと、市民球場の整備につきましても、これ
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も立地適正化に基づきまして、新たな補助制度、これ活用ということで、これも国に要望

活動を行いまして、市民球場の改修に活用できる補助制度の配分を確保したというような

こともございまして、そういったようなものを積み上げまして予算を、国県支出金を見込

んだところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 積極的に予算要望とか事業要望されて、それを組み立てながら予算を措置を

したということで、そこはお聞きして、確認させてもらいました。そこは自分も評価して

いきたいなと思います。そして、国とかそういった財源の確保の中で、一つやっぱり押さ

えていきたいなと思うのは、自主財源という言葉を古くから使いますけれども、そういっ

た自主財源に見合う市税の見込みについて、どのように予算措置をしていったか。市税っ

ていうのは大変大きな財源になるし、占める割合も大きいと思いますので、そこについて、

どのような見込みについて予算措置をされたか、お聞きします。よろしくお願いします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 市税の見込みについてのお尋ねでございますけれども、

市税の見込みにつきましては、コロナ禍前の調定額、決算額、これを基礎といたしまして、

個人給与所得の伸びですとか、生産年齢人口の動きなど、それから、企業の業績が回復傾

向にあると、こういったようなことを、社会経済状況を総合的に勘案して額を見込んだと

ころでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 市税の見込みっていうのは、非常に税そのものの占める割合が大きいと思い

ますので、自主財源として非常にここは重要かなと思いましたのでお聞きしました。これ

からもよろしくお願いします。 

 次の質問ですけれども、自分、その歳入の確保というところのもう一つの視点を考えた

場合に、今までもこういった議会で出てきますふるさと納税について、新年度、令和５年

度の当初予算について、どのような見通しを立てて予算立てをされたか、お聞きしたいと

思います。このふるさと納税っていうことについて、自分はあまり知識、見識を持ってな

いところがありました点について若干触れますと、今の県知事の前の片山さんが、よく月

刊誌に投稿しておられるのを見て、このふるさと納税を自分が総務大臣のときに経験され

たことを時々新聞や月刊誌に投稿しておられますが、そのことは、欲しい財源としてある

市町村にとって、ふるさとっていうところを大事にして、そこに、東京とか大阪に出てい

った方が、米子出身の方がふるさと納税されるのは、それは地元にとってはいいでしょう

けれども、本来、大阪とか東京で納税しなきゃいけないところは変わっていく、そういう

ふるさと納税のありようがあるっていうことを片山さん自身の意見がよく述べられるのを

目にするんですが、元に返って、ふるさと納税について、令和５年度当初予算について、

どのような見通しを立てて予算立てをされたか、お聞きしたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 ふるさと納税の予算でございますが、令和５年度当初予算の歳入におき

ましては、ふるさと納税の寄附額を令和４年度の実績見込みとほぼ同水準の１４億円で見

込んでおります。ふるさと納税は本市の施策を進めていく上で重要な財源であるため、引
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き続き魅力的な返礼品の発掘、磨き上げや各種広報活動に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 ふるさと納税、ずっとここの間見ていますと、非常に実績がいいっていうん

ですか、見込みよりも実績値が高くなっていく傾向にあるようには見ておりますので、ま

た財源としては非常に大きな、重要な財源の一つかなと思っております。ぜひともこの見

通しどおりになっていけばと思いますのでよろしくお願いします。そのためには、担当部

局で非常に苦労されてやっていかれるっていうのを見聞きしておりますのでよろしくお願

いします。 

 続いて、質問を進めていきますが、起債を有効に活用するために、どのような計画を立

てて予算立てをされたか。起債っていうのは財源の一つであるとは思うんですが、後で返

していかなきゃいけないこの起債ということに対して、どのように予算立てをされたか、

お聞きします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 予算におけます起債の活用についてのお尋ねでござい

ますけれども、今後の投資的経費の状況でございますけど、これは中期財政見通しにおき

ましてある程度見込めまして、起債の計画、公債費の計画を立てまして、それを参考に財

政運営しているところでございますけれども、大体当面は毎年６０億円程度の起債発行を

見込んで予算化しているところでございます。しかしながら、起債の発行、事業実施に当

たりましては、起債を機械的に発行するのではなくて、その他の国庫補助金等のほかの財

源確保に努めるですとか、特に起債活用に当たっても、財政措置、いわゆる交付税措置の

ある有利な起債活用できるように、事業内容を精査するということをしながら予算編成を

行っているところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 今、答弁の後段のほうで言われたところなんですが、財政措置のところで、

有効な起債を活用できるようにというふうに言われたように聞いてたんですが、その具体

的な中身っていうのは、もし今この時点で分かれば、その有利な起債というのをどのよう

に見ておられるのか、お聞きしたいと思いますので、お願いします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 有利な起債の例えばということでございますけれども、

例えば、今、人口減少社会ということで、公共施設も整理統廃合等、在り方考えていかな

いといけないということで、公共施設等の管理の推進債というものがございまして、公共

施設の統合ですとか機能集約、それから廃止等におきまして使える起債がございます。 

 それから、国のほうも進めております国土強靱化がございます。国土強靱化に沿ったも

のについても制度がございますし、それから、緊急防災減災ということで、昨今の災害激

甚化ですとか、そういったことに対しまして、もろもろの防災措置を行う際に、これも有

利な起債を活用できるということで、こういったようなものを組み合わせながら財政負担

がないように起債の発行活用に努めているところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 自分が最初のところで聞いたところで言われた答弁のところをちょっと注
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意して聞きたかったもんですから、改めて聞かせてもらいました。具体的な起債名も出さ

れたんですけれども、それを有効、有利にものがあれば活用していただければということ

を要望しながら、このことについては終えたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 続きまして、歳出の削減という大きなくくりの中でお聞きしたいのは、１点目は、公債

費についてでありますし、２点目は、普通建設事業費について、それぞれどのように予算

措置をされたか、お聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 歳出の削減についてのお尋ねでございますが、まず、公

債費の削減につきましては、まず、公債費の状況ですけれども、先ほど若干触れましたけ

れども、クリーンセンターの長寿命化ですとか学校の長寿命化、米子駅南北自由通路の整

備などで、そういった大型投資的事業の影響によりまして、公債費は前年度比で１.９％の

増となっております。この公債費につきましては、過去に借り入れました起債を返すって

いう義務的な経費ですので、これを直ちに削減っていうことはできませんけれども、この

たびは減債基金からこの公債費償還の財源といたしまして取崩しを予算化しておりまして、

ほかの行政サービスに影響がないように、公債費負担で影響がないような措置を行ったと

ころでございます。 

 それから、普通建設事業につきましては、これは７５億６,０００万円ということで、前

年度比約３億４,０００万円の増となっているところでございますけれども、事業実施に当

たりましては、例えば先ほど申し上げましたけども、立地適正化関係の補助もございます

が、こういった国庫補助金の必要な財源の確保を行ったり、学校の施設の長寿命化改修の

見直し方針も先ほどございましたが、このように必要な事業を進めることを基本としなが

らも、財源の確保、実施方法の工夫によって、普通建設事業の縮減、精査を行っていると

ころでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 借りた金は後で返さなきゃいけないということの中の起債の償還とかを答

えていただきました。予算の中で今までの推移を見ていますと、公債費の高止まり感が、

これは感覚的なものですから、いや、そうじゃないっていう認識もできるかもしれません

が、公債費の高止まり感があるというのを見たものですから、この公債費や普通建設事業

費についての償還等のことについて質問させていただきました。それぞれ後から負担がか

かってきて返済ということになりますので、ぜひしっかり見通しを立てて活用、利用をし

ていただければと思いますし、返済に向けては有利な方法を使っていただいて、よろしく

お願いします。財政運営をしていただければと思います。 

 続いてですけれども、今、国会のほうでも国会審議が進んでいまして、今朝もニュース

で聞きますと、参議院のほうでは予算委員会が開催されると。その最初のフレーズでアナ

ウンサーが言っておられたのは、いわゆる物価高というところを言っておられました。物

価高の中で国においても国会審議を進めていく、そういった予算審議の今日は予定ですと

いうふうに、ニュースで今朝言っておられました。その中で、我々地方議会でも、物価高

の中では同じ国民として味わっているわけですけれども、予算を組み立てる中で、歳入に

見合った歳出を厳正に予算立てをされる中で、たくさんの施設があるんですけれども、そ

の施設管理の維持費についてどのような予算措置をされたか、お聞きしたいと思います。 
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 昨年の１０月に、新年度に向かって予算編成をされる際に、今まではシーリングとかそ

ういったことを手段として取り込んでおられたようですけれども、新年度予算の編成に当

たってはシーリングは取らないというふうに言っておられたのを聞いておりますので、こ

のことについての念頭に予算立てをされたと思ってますので、重ねて言いますが、物価高

の中での施設管理の維持費っていうこの点について、どのような予算措置されたか、お聞

きしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 ただいま御紹介をいただいておりますけども、これまで経常経費におき

ましては、マイナスシーリングを設定するなど、経費の圧縮に努めてきたところでござい

ましたが、御紹介いただきましたとおり、来年度は原油価格、物価高騰の影響によります

経常経費の上昇が見込まれるため、シーリングの設定はなじまないと判断をいたしまして、

一件一件必要な経費について内容を精査し、予算措置をしたところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 予算を作成するに当たって、そのようなシーリングを使わない、今回は持ち

込まないということだったということなんですが、担当課で予算要求をされる中で、一件

一件という言葉を使われましたけれども、それぞれの課では、それぞれの経費について詳

細に組立てをして、見込みを立てて、経費の組立てをされたと思ってるんですが、その当

初予算をずっと比較する中で、そうはいっても、やはりどの程度維持費としてアップをす

るのかっていう見込みを立てるというのは、相当いろんな要素を念頭に組み立てられるん

じゃないかと思うんですが、その辺のところが分かれば、どのようなところにアップを要

素として組み込んで見込みを立てて予算措置をしたのか、詳しいところがあればお聞き願

いたいと思うのでよろしくお願いします。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 経費の見込みのアップということにつきましてでござ

いますが、正直、これやっぱり見込みづらいというところがございまして、金額目標とか

そういったことを設定して予算組みをしたわけではございません。やはり一件一件、経費

の単価ですとか、数量、あと必要性、あとほかの課との連携ですとか、ＤＸも含め事業の

やり方の見直し、こういったようなものを予算編成の説明会ですとか、そういうことで説

明させていただいて予算編成に向かったということではございます。 

 具体的には、やはり予算としては増えております。先ほど申し上げました金額で幾らと

いうのは今ちょっと持ち合わせてないんですが、ただ、それに対しましては、国の地方財

政計画におきましても、交付税の増ということで、地方の物価高騰に対応します経費が、

増があるだろうということで、国の地方財政計画に交付税が増えるような措置を行ってや

っておりますので、そういうことも勘案しながら予算組みを行ったところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 少し見込みの中で細かいところをっていって、言葉を使ってお聞きしました

けれども、そうはいっても、予算を組み立てる中では、見込みを立てないと予算は立てら

れないわけですから、こういった経費はこういった１年間かかるだろう、また、経費とし

て必要だろうというものがあると思ってお聞きしました。見込みが思いどおりになる、な

らないのもあると、一方では、国の財源が用意されているというふうに聞きますので、ぜ
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ひそこら辺をうまく見極めをしてもらいながら、予算をこれから４月以降運用していただ

ければ、実行していただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 次の質問に変わっていきますのでよろしくお願いします。昨日までの代表質問、関連質

問等を聞いておる中で、市の財産の中でとりわけ米子ゴルフ場について、いろいろ意見や

審議等に出てくる公共施設としての米子ゴルフ場について、その価値は非常に我々会派も

議論している中で、大変価値は大きいものがあるだろうなと思って見てるわけですが、そ

のようなところで、どのような施設管理としての見通しを持っているのか。そして、運営

管理の計画をどのように立ててるかを示していただければと思いますのでよろしくお願い

します。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 米子ゴルフ場でございますが、これは現行の賃貸借契約期間が令和８年

度末までとなっておりまして、現在、米子ゴルフ場用地の利活用検討プロジェクトチーム

におきまして、その周辺環境や市街化調整区域の土地規制などを踏まえた今後の利活用の

方向性について、基礎的な検討をしております。この状況につきましては、今後、議会に

報告する予定でございます。 

 また、運営管理でございますが、ゴルフ場として現在運営をしていただいているわけで

すが、直近では、賃料収入の中で計画的に施設の修繕等を実施しておりまして、当面は現

在と同様に適切な管理を行っていく予定でございます。先ほど答弁したとおり、現在のプ

ロジェクトチームの検討状況を議会に報告させていただき、また、議会の御意見も伺いな

がら、今後については検討していくというところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 部長の今、答弁の中で聞いてる中で、大きな、大きなというより広い面積を

有する、４５ヘクタールですか、という面積を有して、海岸に近いところだし、条件的に

は、国道４３１号沿いにある施設というところですので、非常に大きな、施設管理をする

のにも、また今後の見通しを立てるのにも、財産的な見方をすれば、重要な施設だろうな

と見てますので、できるだけ計画を練っていただいて、それを適時、議会に提出していた

だいて、議論を深めていって、これからの計画をより有効的なものにしようと思いますの

で、ここは重ねて要望をしておきたいと思います。 

 一つ返るかもしれませんが、維持管理というところでは、それぞれ一件一件詳細にとい

うふうに言っておられましたですが、公用車もたくさんあるわけですし、施設もたくさん

あるわけで、燃料費とか電気代の高騰についてはどのような対応をしようとされてるのか、

ここのところをちょっと振り返りながら質問をしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 お尋ねでございますが、例えば電気代のことでお答えしますと、電気の

使用料の低減に向け、既にローカルエナジー株式会社と有利な電気供給契約を行っており

ますし、また、各施設におきましては、不要な照明や空調設備の電源を確実に切ることだ

とか、そういった省エネ関係をしておりますし、職員に対しては、クールビズなども奨励

などをして努めているところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 
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○安達委員 市民サービスを低下させないにも大事な、この維持費が高くなっていくとこ

ろの見極め、またそういったところは非常に職員さんも大変だろうし、経費の運用ってい

うのは大事かなと思います。言われたように、省エネもその時々、非常に大事な対応も迫

られるかなと思いますので、ぜひ市民サービスを低下させないところでもありますが、維

持費の高騰に向けて、しっかり市民サービスを実施させていただければと思いますので、

ここも要望に代えたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 続いて、次の質問に移りますのでよろしくお願いします。次の質問ですけれども、議案

第２９号、令和５年度米子市国民健康保険事業特別会計予算についてであります。この国

保事業ですけれども、先日の運営協議会、これは開催内容を変えられて、書面による会議

ということを展開されたわけですが、新年度に向かっての予算の収入支出等の審議が聞か

せてもらえるかなと思って傍聴を予定しておったんですが、結果的には、会議資料等で、

オンラインですか、そういった運営の仕方で会議が開催されたというふうに聞いておりま

して、後で資料を見ながら質問させてもらいますのでよろしくお願いします。資料をいろ

いろ見てる中で、一つあるのは、被保険者の動向とか、事業運営の中で、この被保険者が

少しずつ減っていくというふうなグラフを見させてもらいました。運営するのにはやっぱ

りそこは減っていく構成員さんと同時に、医療費の高騰っていうのは大変バランスを欠く

わけですけれども、そういった市民の健康維持をどのようにしていくかというようなとこ

ろで、まず１点目、どのような事業を組み立てて、その啓発等はどのように実施されよう

としたのか、その計画の中身をお聞かせ願えませんか、よろしくお願いします。 

○戸田委員長 藤岡市民生活部長。 

○藤岡市民生活部長 まず、予算の組立ての考え方について御答弁申し上げます。 

 国民健康保険の予算でございますが、国が定める国民健康保険事業納付金を踏まえまし

て、保険料額、県からの交付金、一般会計からの法定繰入れなどを算定し、健全な事業運

営に向けて、収支が均衡となるよう予算を組み立てております。令和５年度の予算につき

ましては、令和４年度決算において単年度収支がほぼ均衡する見込みであること、また、

基金残高が１９４万円程度であることも踏まえて、保険料額は据置きとして予算編成を行

っております。 

 そして、国保事業における住民の健康を維持するための事業及びその啓発関係について

の御質問だと思います。保健事業の内容につきましては、生活習慣病に起因する疾病の重

症化予防など、米子市国民健康保険第２期データヘルス計画がございまして、この中で目

標を設定し、特定健康診査、特定保健指導、後発医薬品利用促進事業、そして、糖尿病性

腎症重症化予防事業などを実施をしております。これらの啓発も行っておりまして、対象

者を限定した事業についてはダイレクトメールで周知を行っておりますほか、広報誌の広

報よなご、そして、よなごの国保ですとかホームページなど様々な媒体で啓発を行ってお

りますほか、協会けんぽなど、ほかの機関と共同でテレビやラジオを使った啓発も行った

りですとか、あと、地区の保健活動時の啓発や国保関係の発送物の周知など、様々な機会

を捉えて周知啓発も行っているところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 自分も前の職場で国保担当をさせてもらったところもあって、国保の運営っ

ていうのは、住民の直接健康を増進するということと、そのことと付加作業も入ってくる
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わけですけれども、収納とかも必ずついて回ってくることですけれど、まず住民の健康を

どのように進めていって、また、そのための啓発とかをどのような具体的な内容を盛り込

んで啓発等をされるのかなというところで質問させてもらいました。 

 自分も以前は国保の被保険者の中の世帯員の一人だったんですが、今はまた国保に帰っ

てきまして、国保の被保険者ということで保険料を納付しているわけですけれども、そう

いった運営が、先ほども言いましたですけれども、構成員が少しずつ少しずつ減っていく

中で、運営管理する苦労は大変かなと思って質問をしてきたところです。これからの見通

しとしても、保健事業、事を進めながら、その中である収入を大切に運用されて事業を展

開されればと思います。できるだけっていうよりも、一般会計からの繰入れっていうのは、

自分はその選択肢にあんまり考えてないですけれども、特別会計の中で運営をされたらと

思って質問しております。 

 長い歴史の中で、今、この国保会計が６０年以上たつんですか、聞いてみますと、そう

いった経過もあるようですが、これからの先、運営するのには大変かなと思っているとい

うのは、昭和４０年代のデータをいただきましたですけれども、農林水産業に関わる人が

約４２％、自営業が約２５％、この２つがほぼほぼ大半以上を占めておりまして、令和３

年度には農林業の方が２.２％、自営業者が１７.２％などある中で、非正規雇用の方や無

職の方が８０％を超えてる構成内容だっていうふうに聞いております。こういう方は、ス

トレートにはなかなか言いづらいですが、所得の低い方がおられるんじゃないかな、大半

を占めてるんじゃないかなと思っていますので、この特別会計事業を運営するのには大変

厳しい部分も見通しとしてはあるんじゃないかと思ってのことを感じたもんですから、こ

の運営について、再度、今後、新年度以降、国保会計事業をどのように考えておられるか

をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○戸田委員長 藤岡市民生活部長。 

○藤岡市民生活部長 先ほど被保険者の状況についても御説明いただいたところでござ

いますが、国民健康保険、この事業運営を取り巻く状況は、医療費の高度化によりまして

医療費も増加したり、あるいは先ほどおっしゃいました被保険者の対象者の状況、そして

産業構造の変化などで非常に大きな変革を、制度の開始当初から大きな変革があって、非

常に厳しい状況があるのは御指摘のとおりでございます。この医療費の適正化を実施をし

ながら、市民の健康維持のための保健事業の実施などを通じまして、国民健康保険の法理

念を踏まえまして、健全な事業運営に今後も努めていく必要があると、そのように事業運

営をしてまいりたいと考えております。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 ハード事業、ソフト事業って分けたらソフト事業かなと思うこの国保運営事

業なんですが、ぜひお願いしたいと思います。住民の健康と命が直結する事業なんでぜひ

ともよろしくお願いします。 

 一点、ちょっと視点を変えますけれども、議会で聞いている中で、マイナンバーカード

が非常に米子市は取組が積極的っていうんですか、非常に取組内容が進んでいるというふ

うに聞いています。一方で、私の知り合いなんですけれども、マイナンバーカードに対す

る心配があって、なかなか申請手続が慎重にならざるを得んというふうに聞いております

が、このマイナンバーカードの進捗状況、申請状況とか、カード利用のできる医療機関、
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処方箋を使われる薬局さんも含めて、こういった確保はどのようになってるか、そして、

持ってない人、持ってる人の中の、カードを持ってない人への対応とかはどのように啓発

しておられるかお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○戸田委員長 藤岡市民生活部長。 

○藤岡市民生活部長 マイナンバーカードの交付の状況についてでございます。本市の２

月末現在の状況でございますが、マイナンバーカードの有効交付申請率は７６.５％でござ

いました。また、交付枚数率は６７.６％でございます。そして、本市内におきますマイナ

ンバーカードを健康保険証として利用することができる、対応できる医療機関や薬局につ

いてでございますが、厚生労働省のホームページによりますと、令和５年３月５日現在で

ございますけれど、病院は９施設、診療所が５６、歯科診療所６１、薬局８７、合計で２

１３の施設がございます。 

 また、本市内におきます顔認証付きカードリーダーの導入状況でございますが、こちら

も厚生労働省のホームページによりますと、これは１月末の現在でございますが、医療機

関の申込率は９４％、運用開始をされているところは５３.６％と承知をしております。 

 そして、保険診療の際にマイナンバーカードをお持ちでない方への対応という御質問で

ございます。社会保障審議会医療保険部会、令和５年２月２４日に開催されておりますけ

れど、こちらによりますと、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けること

のできない状況がある方が必要な保険診療を受けられるよう、保険者は資格確認証を交付

予定であると、このように承知をしております。以上です。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 自分もまだまだ、何ていうんですか、不健康なことがたくさんあって、健康

になりたいと思いながらまだ不健康なところがあるわけですけれども、お医者さんの窓口

で最近確認するのは、カードがマイナンバーカードでじゃないと受診できませんかってい

う質問を窓口でするようにしているんですけれども、御覧のとおり、まだまだうちは、そ

のような配置ができていませんから、今までどおり、保険証と受診券ですか、診察券とも

いいますが、そういったものを持ってきてもらえば幾らでも受診できますから安心してく

ださいっていうふうな言い方をされます。今後の見通しの中で、そういった医療機関とか

薬局さんは順次そういった装置の整備をされると思ってますので、そういったところもこ

れからもできるだけ情報を出していただいて、全体、さっき言われた病院９、診療所５６

ですか、ほか、それぞれ言われて合計２１３という報告をいただきましたですけれども、

全体で病院が幾らあって、９施設がそういった機関として登録されているっていうふうに

分かればなと思ったんですが、また具体的な情報を出していただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それと、先ほども言いましたように、カードを持ってない方が持てない一つの理由とし

ては、情報が、なくしたり、外に漏れたりすることを非常に心配されるので持ってないと

いうふうな理由をしておられるようですので、そういった方々への手だても、ぜひこの推

進と同時に、こういう人たちもおられるっていうことをぜひ理解していただければと思い

ます。 

 一点、自分が用意したことをお聞きしてなかったのかもしれませんが、ほかのことを先

に進めてしまいました。収納というところで自分がちょっと予定をしておったんですが、
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収入支出のバランスをよくしてくださいという取組の中で、収納率のアップっていうのも、

運協の資料でいいますと、９４％近くここ何年か推移してるように見ております。この収

納率は、やっぱり税の公平を保つためにはどうしても必要ではありますが、この収納率ア

ップというのをどのように予算立ての中で取組をされようとしているか、ここのところを

もう一度振り返りながら聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○戸田委員長 藤岡市民生活部長。 

○藤岡市民生活部長 いわゆる収入確保、そして徴収率のアップについての２点で御答弁

申し上げます。 

 まず、国民健康保険料につきましては、令和４年度から税料の徴収一元化を行いまして、

現在は収納推進課で徴収業務を担当しており、国保料についても市税と一体的に滞納整理

業務を行っているところでございます。今後、さらなる催告、あるいは調査業務等の効率

化を図るとともに、引き続き厳正な滞納処分も行う中で収納確保に努めてまいる考えでご

ざいます。また、スマホ決裁やクレジット納付などの納付手段の拡大も行っておりまして、

これらによります納期内納付の促進も図る考えでございます。 

 それから、徴収率のアップについての御質問でございますが、具体的には、文書による

早期催告あるいは電話による早期折衝などを実施をしておりまして、納付意識の高揚と未

納解消に努めるとともに、公平性を保つための処分等を行っております。また、滞納繰越

分の圧縮についても、納付資力の再調査の徹底と滞納解消に向けた財産の差押え等の処分

も含めまして、徴収率向上を目指しているところでございます。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 自分の経験でも言わせてもらいますけれども、収納収税課にいた時ですけれ

ども、税金が一つだけではない方が結構おられまして、国保税が滞納、市県民税も滞納、

軽自動車も滞納という１件だけではない方が結構おられて、そういったときには、ぜひ、

自分もやらなきゃいけんことと思いつつ、税の収納相談を緩やかな気持ちで対応していた

だければと思います。なかなか、急激に家業が行き詰まったりとか、病気が長引いてしま

って税の納入が遅れてしまったり、またそれに重ねて税が滞ってしまった、納付が滞って

しまった方は相談に乗っていただけることを非常に期待しておられますので、ぜひ、文書

発送もありますが、いろんな個別の具体的な相談にも乗っていただければ収納率が上がる

かなと思っておりますので、ここは要望しておきますので、よろしくお願いします。 

 続いて、次の質問に移りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 次の質問、３点目ですけれども、これも特別会計ということで、介護保険事業特別会計

の予算について質問させてもらいますが、とりわけ私も、予防介護というのは、介護予防

の事業というのは大変必要かなと思ってる中で、そうはいっても、この介護予防事業と、

一般会計で多く出てきます健康対策、健康増進の対策事業についてどのように区分してお

られるか、そういったところをできるだけ分かりやすく説明していただければと思います。

確かに事業的には入り組むことも多いと思うんですが、この介護予防サービス事業と健康

増進事業の区分、仕組みを教えていただければと思います。そのことで新年度にどのよう

な取組をされようとしてるのかお聞きしたいと思いますので、お願いします。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 介護予防サービス事業と一般会計の健康増進事業についてでござ
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いますが、介護保険特別会計の介護予防サービス事業と一般会計の健康増進事業は、事業

の対象者と目的が異なっておりまして、介護予防サービスは介護保険制度として位置づけ

れているもので、要支援１、２の認定を受けられた方がサービス事業所で利用するサービ

スのことでございます。サービスを利用するに当たり、できる限り要介護状態に陥ること

なく、また、状態の悪化を防ぐために生活機能の維持・向上や改善を目的としているとこ

ろでございます。 

 また、健康増進に関する様々な事業は、市民一人一人の健康づくりを推進するために疾

病の早期発見、早期治療、生活習慣病の予防に関する周知啓発を広く市民に向けて行うも

のでございます。令和５年度は、今、改訂中でございますけれども、改訂をしました健康

増進計画に基づきまして、生活習慣改善へのアプローチと生活習慣病対策の強化を柱とい

たしまして、健康づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 担当者の方は介護予防事業というのと健康増進の事業というのをしっかり

区分できますよと言われますが、受ける側とか聞いてる側、それに事業に乗っていく、取

組に、事業に乗っていくときに、少しこれはどうなのかなというのは、特別会計なのか、

一般会計事業なのかが、非常に事業の内容がよくよく聞いてみないと分からないところが

あって、このことは改めてこの質問にさせてもらいました。 

 特に健康増進計画ということは、新年度に改訂されるというふうに予定を今言われまし

たので、ここをしっかり我々も計画書の中身を見て判断をしていかなきゃいけないなと思

っております。自分自らの健康は自分自らがそこをやっていかなければ、他者から言われ

てそうだなと思ってやれることはそうないと思ってますので、ぜひそこは計画内容を示し

ていただいて、我々に啓発やそういった事業内容を知らせしめていただければと思います

ので、よろしくお願いします。 

 続いて、次の質問ですけれども、この質問に至るには、様々に聞こえてくる中で、多く

の市内の事業所や、また、事業所を展開する中で、人材不足、介護施設のサービス提供を

される職員さんの人材不足や、人材育成が少し計画どおりに進んでないように聞くことが

多いこの昨今です。こういったことを、実際、委託事業とか直営でもされるでしょうけれ

ども、介護施設サービスの実施の今後の取組も含めて、こういった現実をどのような課題

として捉えておられるかお聞きしたいと思いますので、お知らせください。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 人材不足や人材育成についてのお尋ねでございますが、鳥取県内も

含めまして、全国的に介護職が人材不足であるということは把握をしているところでござ

います。また、市内の介護事業所からの聞き取りでも、職員の確保に苦労されているなど、

現在も介護人材の不足は続いている状況であると認識しております。 

○戸田委員長 安達委員。 

○安達委員 それは共通な認識に入るのかなと思うんですが、施設をどうしても利用しな

きゃいけない、介護サービスを受けるに施設を、在宅よりは施設利用になりがちなところ

もなくはないと思います。国のほうも、言われるのは在宅でと言われますけれども、自分

の経験を一つ言いますと、父親がそうだったように、１０年近く施設にお世話になって、

特養で最後は亡くなったんですが、脳梗塞を患って、病院から老健、それで特養に変わっ
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ていくさまを見させてもらっている中で、非常にたくさんのスタッフの方に支えられて、

約１０年近く施設生活を展開しました。当初は母親と一緒に在宅だと言ってましたけれど

も、とてもできることは少ないなと思って、施設入所の希望を出したところです。そうい

ったところで、さらに最近は我々高齢者がどんどん増える中で、介護サービスの利用を要

望する側として見ていると、この現実は大変大きいかなと思っています。人手不足を聞か

されておりますので、ぜひそこは施設に関わることですので、直接市の担当さんがこのこ

とをどのように、何ていうですか、サービスができるわけではないんですので、国や県の

情報をいち早く取り入れて、お互いに共通認識で作業、事業展開をしていただければと思

いますので、ここは要望に代えたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上、３点の質問をさせていただきました。個別具体的な質問事業については、明日以

降の常任委員会でそれぞれ質問をさせていただきますので、改めてよろしくお願いしたい

と思います。 

 以上で質問を終わります。 

○戸田委員長 次に、公明党議員団、矢田貝委員。 

○矢田貝委員 公明党の矢田貝香織でございます。令和５年３月議会、予算決算全体会に

当たり、議案第２８号、令和５年度米子市一般会計予算について、議案第３１号、令和５

年度米子市駐車場事業特別会計予算について、議案第３２号、令和５年度米子市市営墓地

事業特別会計予算について、議案第３３号、令和５年度米子市介護保険事業特別会計予算

について質問させていただきます。 

 まず、議案第２８号、令和５年度米子市一般会計予算について。市長は、令和５年度当

初予算説明におきまして、米子駅を中心とした新たなまちづくりの展開を表明されました。

米子駅を中心とした新たなまちづくりを目指したがいなロード及び駅南広場の供用開始に

合わせたイベントについて、どのような計画を描いておられるのか、まず伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 イベントについてのお尋ねでございますが、がいなロードの供用開

始日には、式典はもとより、北広場及び南広場におきまして地ビールフェスタ等のイベン

トを計画しているところでございます。その後は米子駅周辺において、がいな祭りですと

か公共交通フェスタ等のイベントを、これ、一定の期間において断続的に開催させていた

だきたいと、そういうふうに考えております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 それらの開通イベントですけれども、対象者であるとか、開催の時期であ

るとか、様々な、考えた上で企画されていると思います。どのような効果を期待していら

っしゃるんでしょうか、伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 開通イベントの対象者及び開催時期については、現在、詳細をＪＲ

さんなどの関係者と最終調整をしているところでございます。このイベントの目的につき

ましては、市民の方々はもとより、県外の方々に対しても自由通路の開通を幅広く周知す

ることであるというふうに考えておりますが、当該イベントを、これ、歩いて楽しいまち

づくりの第一歩と、そういうふうに位置づけることによりまして、今後の米子駅周辺の活

性化につなげる、そういうことを期待しているところでございます。 



－24－ 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。歩いて楽しいまちづくりの中の米子駅を中心とした取組と

いうのが第一歩になるということだと分かりました。米子駅を中心とした歩いて楽しいま

ちづくりの第一歩は、結局のところ、米子市へ人の流れを生む魅力づくりというのが大切

だと思っておりますが、特に広報活動も含めて、ＪＲさんとの連携はどのように進めてい

らっしゃるのか伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 広報活動に係るＪＲさんとの連携についてのお尋ねでございます

が、ＪＲさんとは開通記念式典調整協議、そういう場を設けておりまして、その場でイベ

ントの協議、イベント及び効果的な広報についても現在協議を重ねているところでござい

まして、先ほどの委員さんのお尋ねでございますけども、ＪＲさんとはしっかり連携をし

て、効果的な広報、そういうものに努めてまいりたいというふうに考えております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 県外の方も含めまして、ＪＲの御利用のお客様にもぜひ米子駅に下車して

いただきまして、本市の歩いて楽しい米子駅を中心とした町を楽しんでいただきたいなと

いうふうに思いますので、例えば、車内アナウンスであるとか、パンフレットであるとか、

様々な紹介を通して鉄道ファンの皆様への広報を、ぜひＪＲさんとも協力されて推進され

ると効果があるのではないかなというふうに考えております。 

 また、開通を鉄道ファンだけではなく、鬼太郎空港を御利用になった皆様とか、車で米

子に来られる方、また市民の皆様にも、米子駅周辺に来ていただけるような広報について、

必要な予算を計上していただきまして、取り組んでいただきたいというふうに期待をして

おります。 

 次に、開通イベントの米子市観光協会との連携と、開通に伴い新たなまちづくりの計画

がございましたら、それについて伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 米子市観光協会との連携等々に関するお尋ねでございますが、この

開通イベントにつきましては、今後、概要が決まり次第、観光協会、観光協会は会長さん

が今、前列に座っていらっしゃいますので、十分連携は取れると考えておりますが、観光

協会も含め、様々な団体と連携を図ってまいりたいと、そういうふうに考えております。 

 そして、今後の米子駅を中心としたまちづくりにつきましては、まず、米子駅周辺のウ

ォーカブル推進事業等様々な事業を予定しているところでございますが、引き続き米子駅

周辺活性化連携会議、そして、さらにはそういう方々、関係者の方々がいらっしゃれば、

そういう方々と議論をしていきたいと、そういうふうに考えております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 米子市の観光協会には、ここにその中心者がいらっしゃるわけですから言

うまでもありませんけれども、この協議に関わっていらっしゃるということにとどまらず、

今まで協会において広報活動をされてきたところに加えまして、新たな視点で開通後の米

子駅周辺のにぎわい創出につながるような観光協会独自の広報もぜひ加えていただきたい

ということを、この場でお願いをしておきたいというふうに思います。観光誘客の取組の

ための事業についての予算と内容についてはどのようになっているのか伺います。 
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○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 観光誘客のための予算と内容についてでございますけども、観光誘

客の取組のための予算と内容につきましては、米子市にきないや観光支援事業において、

ＪＲさんの車内広告ですとか、オンライン旅行会社特集ページ等の広告料として約６５０

万円、米子城を活用した観光誘客推進事業において、これは県外の新聞やＳＮＳ等を活用

した広告料としてでございますが、約４６０万円をそれぞれ計上させていただいてるとこ

ろでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この開通元年のイベントとしての観光誘客の予算が十分に確保されてい

るのかなと気になりましたので、あえて質問をさせていただいたんですけれども、それぞ

れ今御答弁いただいた事業につきましては、昨年はなかった新たな事業として予算書の中

で確認をさせていただきましたけど、その予算書からは、委託料となっておりまして、開

通元年に限っての新たな取組がどこまで関連したものなのかっていうのは、私はその中で

は見えてこなかったわけですけれども、開通を祝う観光誘客というのは限られた期間の取

組になるというふうに思います。今の御説明でも、私は少しイメージが湧きにくかったん

ですが、この開通を祝っていくというためには、もう今からある程度の準備をされている

と思うんですけれど、いつ頃からどのような内容の広告となるのかということが、もし教

えていただけるのであれば、お答えいただきたいと思います。これは事前に申し上げてお

りませんでしたけど、お願いできますでしょうか。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 このがいなロードの取組につきましては、既に、まずこの庁内にお

きましては、それぞれ関係者、関係課が集まりまして、そういう広報とかいろんなイベン

トの内容、そういうことを既に協議はしているところでございます。そして、先ほど少し

答弁でも申し上げました米子駅の周辺の連携会議、いわゆる四者協議の中でも、少しそれ

ぞれの部会において協議を始めているところでございますが、この議会終了後、まだ現時

点ではがいなロードの供用開始日というのが確定しておりませんので、それが決まりまし

たら、それに合わせてさらにその協議を加速化させて、一応、今の四者協議のほか、それ

ぞれの関係者の皆さんと、先ほど議員さんおっしゃいました観光協会の会長さんも改めて

含めまして、そういう協議を加速化させていきたいと、そういうふうに考えているところ

でございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 日にちが決まったら加速化するということではなく、日にちが決まればも

うゴーが出せるような準備を今されてないといけないんじゃないかなというふうに思うわ

けでございますので、観光誘客に継続的に、また断続的に取組続けられることを求めまし

て、次の質問に移らせていただきます。 

 同じく市長の方針説明の中にございます教育の充実について伺ってまいります。不登校

児童生徒の居場所や学びの場に対するニーズ拡大に対応するための事業と全体の予算につ

いて、昨年度との比較を伺いたいと思います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 不登校児童生徒の居
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場所や学びの場についてでございます。不登校児童生徒の居場所や学びの場の確保に係る

事業といたしまして、教育支援センターぷらっとホーム運営事業と、学校内に教室以外の

居場所として校内サポート教室を設置する多様な学び推進事業の実施を予定しております。 

 また、各事業の予算につきましては、令和５年度予算について、教育支援センターぷら

っとホーム運営事業が令和４年度の当初予算１,０４８万１,０００円に対しまして３３９

万２,０００円の増額、多様な学び推進事業は７１２万１,０００円に対しまして８５３万

９,０００円を増額いたしまして、それぞれ計上しているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 増額分の内容でございますけれども、予算書を拝見させていただきますと、

校内サポート教室は学習支援員配置分が増額というふうになっているんだと思います。ぷ

らっとホームは運営事業費が３３９万円の増額ということですけども、これは人件費では

ない、実質、運営の増額という理解でよろしいでしょうか。様々な課題を抱えた本人と家

族に十分に対応するためには、支援員等の確保と資質の向上が求められるわけですけれど

も、次年度の支援員等の配置計画と人員確保のめどは立っているのか、伺います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 支援員の配置計画と

資質向上についてでございます。配置計画につきましては、教育支援センターぷらっとホ

ーム運営事業におきまして職員を４名体制に、多様な学び推進事業におきましては、校内

サポート教室配置の中学校を市内６校への拡充を予定しているところでございます。なお、

予算を御承認いただければ、人員については確保できる見通しとなっているところでござ

います。 

 また、支援員につきましては、年度当初に研修を設けたり、学校教育課の担当指導主事

が定期的に巡回し指導に当たるなど、個々の職員のレベルアップ、資質向上に努めてまい

りたいというふうに考えております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 先ほどのぷらっとホームの運営事業費のほうの増額というのは、人件費で

はないという理解は間違いないですかね。ほかのところで人件費の増大部分が確保されて

いるように私には見えたんですけども、いかがでしょうか。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 申し訳ございません。

御答弁が漏れました。そのとおりでございますので、どうぞよろしくお願いします。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 すみません、ありがとうございました。確認させていただきました。 

 教育支援センターぷらっとホームについては、開設当初の予定よりも希望者が多く、実

際にも利用者が増えたということでございますが、スクールソーシャルワーカーや地域の

協力者等の人員確保のための予算措置についてはどのようになっているか伺います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 スクールソーシャル

ワーカーや地域の協力者に係る予算についてでございます。スクールソーシャルワーカー

につきましては、来年度２名の増員に向けまして、令和４年度当初予算３,４３６万１,０
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００円に対しまして、７０２万８,０００円の増額、地域の協力者におきましては、本年度

と同額の２４万円を計上しているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。令和５年度に予算計上されている教育委員会所属のスクー

ルソーシャルワーカー１０名体制で向かわれるというふうに見ておりますけれども、今御

説明いただきました２名の方がぷらっとホームを手厚くカバーすることだというふうに理

解をさせていただきました。その方々の主な活動の場所は教育支援センター、教育支援セ

ンターがスクールソーシャルワーカー２名増員という理解でよろしいですか。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 支援員についてでご

ざいますが、ぷらっとホームと、こちらの中学校に配備します校内サポート教室のほうに

配備ということになります。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。いずれにしましても、この教育支援センターに関わる方々

が手厚く２名増えるというふうに理解をさせていただきたいというふうに思いますし、ま

た、その増員分の人員のめども立っているということで、その部分は安心をさせていただ

いたところです。 

 そうしますと、次に、ぷらっとホームを含む不登校児童生徒の居場所や学びの場への支

援員の人数と職種について、また、その配置基準を伺います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 支援員等の人数と職

種についてでございます。ぷらっとホームに４名、校内サポート教室に各１名ずつの６名、

合わせて１０名を予定しておりまして、全てが教員免許状を有した者を予定しているとこ

ろでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 本市が積極的に子どものための人員を確保されようとする姿勢の中で、

様々なところで予算立てをされているんだなというところで、私もちょっと、一つ一つの

事業が分かりにくいっていうのは、自分でもそうならざるを得ないぐらい御努力をいただ

いてるんだなというふうに思っているんですけれども、希望者が、ぷらっとホームですけ

れども、だけではないけれども、特別に支援を必要とするお子さん等が、希望者が増えた

場合に、一人一人に適した対応をしていくことが必要だというふうに思っております。特

にぷらっとホームに来られる方には、学習支援や活動のプログラムというのがマッチング

っていうか、あって、それぞれの支援員が見守り等の拡大がしていただける、そういうふ

うに、希望者が増えれば増えるほどそれに対応していただきたいなというふうに思ってい

ますけれども、年度途中の新たな支援員等の人材確保など、柔軟に対応できる予算は確保

できているのかという視点で、人員拡充の検討が必要となった場合の予算措置について伺

います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 先ほどの御答弁で少

し漏れたところがありまして、付け加えさせていただきますと、配置基準でございますが、
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教育支援センターぷらっとホームにつきましては、国が示す指針を参考にしながら、児童

生徒の実態に応じまして支援員を配置しているというところでございます。一方、校内サ

ポート教室につきましては、基本的には長期欠席の児童生徒数の多いところから配置をし

ているというところでございます。 

 それと、続きましての人員拡充が必要な場合の予算措置についてでございます。希望者

が増えた場合、年度中途での人員の拡充に係る予算は今のところ見込んでおりませんが、

必要となった場合は、現計予算の枠内、もしくは補正予算での対応を検討するなど、人員

の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 配置基準のみで判断されるということはないと思いますけれども、私は、

本人とその御家族への支援が行き届くための体制構築に向けて、必要な場合にはぜひ年度

途中であっても積極的な対応をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 改めまして、教育支援センターぷらっとホームの運営事業費の内容について伺います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 教育支援センターぷ

らっとホームの運営費についてでございます。令和５年度の運営費につきましては、人件

費のほか施設管理費や備品購入費など総額１,３８７万８,０００円を計上しているところ

でございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 学校支援ボランティアのような地域のつながりを構築するための取組と

いうのは考えていらっしゃるのか、また、そのための予算措置について伺います。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 地域とつながるため

の取組についてでございますが、教育支援センターぷらっとホームにおきましては、これ

まで地元企業の方々に植栽の整備や陶芸など体験活動のボランティアをしていただきまし

たり、施設内に畑をつくる際の支援をしていただいたりするなど、様々な地域の方々にお

世話になっているところでございます。令和５年度の予算措置といたしましては、そうい

った体験活動でお世話になっている方々への謝金を計上いたしまして、より深い地域との

つながりを考えているというとこでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 人員確保につきまして質問した際に、地域の協力者には今年度同額の予算

が計上されているということでございましたけれども、今年度のその内容につきましては

決算報告の時期に、その際に確認をさせていただければというふうに思いますが、これは

私の理解が間違っていれば教えていただきたいんですが、地域とつながる学校支援ボラン

ティア事業と同じような考え方の予算ではないのかなというふうに思いますが、これで理

解は間違いないでしょうか。 

○戸田委員長 松田教育委員会事務局長。 

○松田教育委員会事務局長兼こども総本部次長兼こども政策課長 少し内容は似てるん

ですけれども、すみません、教育支援センターぷらっとホームにおいて事業展開をするよ

うに今考えておるところでございます。 
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○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。私は、地域の中で学校がどうあるかっていうその背景って

いうか、今回のぷらっとホームというのは、新しく、どういうふうに地域の皆様の力を支

えていただく体制を整えていくのかっていうのはこれからだというふうに思っているんで、

この地域の方への働きかけっていうのはとても重要なところだというふうに思っておりま

す。学校に行きにくいお子さんの御家族からお話を伺う中で、私は、実際に感じたところ

でございますけども、御本人も、御家族もこのぷらっとホームに望んでいるのは、その望

みは、新たな居場所となることへの願いであったりとか、また、様々な体験により何か踏

み出せるきっかけになるのではないか、その願いを込めて登校を望んでおられるというふ

うに実感をしておりまして、今後のぷらっとホームのそのような体験活動についての取組

というのを大いに期待するところでございます。そういう意味で地域の協力者の方々の力

が一層求められると思いましたので、質問をさせていただきました。核家族化が進んで、

地域のつながりがあまり持てなくなった今だからこそ、孤立しがちな御家族を含めて寄り

添える地域のボランティアの力というのは、ぜひ今後も拡大をしていくような働きかけを

お願いしたいというふうに考えております。 

 とはいえ、それをぷらっとホームに出られるスタッフの皆様、学校現場に求めていくと

いうのは少し難しいところもあるのではないかなというふうに思いまして、この支援セン

ターが本市の多くの温かい志で支えていただける学校となるために、こども総本部をはじ

め、当局の皆さんが知恵を出し合っていただきまして、それぞれで取り組んでいる事業、

それから人脈を生かしての不登校児童生徒の居場所や学びの場への地域側からの関わりを

重ねていただきたいというふうに思います。また、保護者への寄り添いの場となることも

期待をしております。言うまでもございませんけれども、子どもの成長過程における時間

の重さというのは、行政が取り組む年度であるとか、この事業を数年で軌道に乗せていき

たいという、そういう感覚というのは、当事者、家族の感覚とは全く合わないものだと思

っておりまして、一瞬一瞬、一回の出来事、そういったものが大切になってくるわけでご

ざいます。先ほどは年度途中の人材確保も前向きな答弁をいただきましたので、ぜひ必要

な場合には、地域の協力者への謝金であるとか、体験活動に係る経費も拡充できるような

前向きな取組を求めたいと思います。 

 次に移ります。 

○戸田委員長 矢田貝委員さん、ここで休憩取らせていただいてよろしいですか。 

 じゃあ、暫時休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

午前１１時５９分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○戸田委員長 それでは、予算決算委員会を再開いたします。 

 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 議案第３１号、令和５年度米子市駐車場事業特別会計予算について伺いま

す。一般会計からの繰入金について伺います。 

 米子市駐車場整備事業経営戦略によると、令和元年度に完了した大規模改修工事に伴う

起債の償還が令和５年度から本格的に始まることになっております。特別会計の性質上、

本来、使用料及び手数料による歳入で起債償還されるべきところですが、一部を一般会計
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から繰り入れる理由について伺います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 米子駅前地下駐車場・駐輪場の大規模改修について、一般会計から

起債償還額の一部を繰り入れることについての理由についてでございます。米子駅駅前地

下駐車場につきましては、特別会計とはいえども３０分以内の利用を無料にするなど、米

子駅の利用者の利便性の向上など、公益的な施設という側面もあることから、財政部局と

協議の上、繰入れを行っているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 はい、分かりました。 

次に、同じく経営戦略では、令和５年度にエレベーターの大規模改修のために約２,０

００万円の工事費が必要となると言及をされておりますが、この改修費用が当初予算に計

上されてない理由について伺います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 経営戦略でうたわれているエレベーターの大規模改修費用が予算

計上されていない理由についてでございますが、これは一般会計内の米子駅北広場ウォー

カブル推進事業の令和５年度の予算に計上しております。これにつきましては、がいなロ

ード及び米子駅のリニューアルに伴う歩行者動線の円滑化の観点から、駅北広場整備の一

環として実施することとなっているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。公益施設としての収益重視といかない部分っていうのは理

解をいたします。また、コロナ感染による利用者減少というのも赤字原因の大きな一つで

はなかったかというふうに思っているところですけれども、今議会でも、また今まででも

代表質問、各個質問等で取り上げておりますように、これはこのまましておいてはいけな

い、何らかの対策が必要だというふうに思っております。駐車場事業特別会計につきまし

ては、一般会計繰入金が常態化しております。この現状で一般会計から繰り入れている累

積赤字の残高はどれぐらいになっているのか伺います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 累積赤字の残高についてでございますけども、およそ５億６,００

０万円ということでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 本年８月、いよいよ駅南広場の駐車場も供用開始となるわけでございます

けれども、供用開始後の駐車場の利用拡大の見込みと、特会全体での経営見通しについて

どのように判断していらっしゃるのか伺います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 駅南の駐車場の利用見込みと経営見通しについてということでご

ざいますけども、先ほども申し上げましたように、米子駅の南駐車場も地下駐車場と同じ

性格のものでもあります。同様に３０分以内の利用を無料にする予定でもございます。そ

のような状態でもありまして、この３０分以内の無料利用者の方がどれほどいらっしゃる

のか、また、料金収入となります有料の利用の割合の方がどれだけいらっしゃいますかに

つきまして、現時点で把握がなかなか難しいこともございます。また、米子駅の利用及び
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米子駅周辺の状況など、大きく影響を受けることも考えられますことから、利用の見込み

について予測は難しいと考えております。仮にですけども、地下駐車場と同一料金といた

して、令和３年度の地下駐車場の収入を基に収容台数による算出という具合にした場合、

令和５年度は一応黒字になる見込みと考えております。しかしながら、先ほど申し上げま

したように、利用状況というのが不明確な点がかなりありますので、現時点で具体的な見

通しを立てることは難しいという具合に思っております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 その難しさのところは理解をしております。しかしながら、これはこのま

までいいというふうには考えません。繰り返しになりますけれども、米子市駐車場特別会

計におきましては、まずは特会全体で現年分の赤字解消がどこまでできるのかということ

だと思います。長期計画にはなると思いますけれども、少しでも早くに累積赤字を解消し

ていただきまして、一般会計からの繰入金の常態化からの脱却に向けてさらなる努力が必

要であるという点は指摘をさせていただきたいというふうに思います。 

 次に、議案第３２号、令和５年度米子市市営墓地事業特別会計予算について、管理費の

内容について伺います。 

 まず、米子市市営墓地の管理については、どのように行われているのか確認させてくだ

さい。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 市営墓地の管理についてでございますけども、南及び北公園墓地に

つきましては、米子広域シルバー人材センターへ委託をしているところでございますが、

淀江の墓園につきましては、区画数も少ないことから、担当課のほうで管理を行っており

ます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 それでは、その管理内容につきまして伺いたいと思います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 墓園の管理内容についてでございますけども、墓地内の巡視、あと、

清掃、来園者の方への応対業務、または墓地内の除草、生け垣の刈り込み、そして側溝清

掃等になってございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 環境整備の部分につきましては、除草でありますとか生け垣の刈り込み、

また側溝の清掃等ということが含まれているという御説明で理解をさせていただきました。 

 それでは、４園ある公園墓地のうちに、特に南公園等は、本市でも一番初めに開園した

墓地公園ということで、山林も隣接しているということから、墓域の各所の樹木の繁茂で

あるとか、老朽化による水路の崩壊、あるいは道路の損傷等が顕著になってきております。

このような修繕は委託管理に含まれているのか伺います。また、修繕費としての特に計上

はありませんけれども、事業全体に対する予備費１４０万円というのがあるようですけれ

ども、この予算を使っての修繕等をお考えになっているのか伺います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 修繕についてでございますが、管理委託の中には含まれておりませ

ん。修繕に対する予算措置につきましては、需用費として予算計上しておりまして、令和
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５年度は全体で７１万６,０００円という具合になっているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。特に修繕ということではなく、必要なときに取り上げられ

て予算計上されているということだと思いますけれども、この全ての市営墓地においてで

すが、小修繕のみでの対応では墓地の適切な管理はできてないというふうに感じていると

ころでございます。特に南公園墓地におきましては、長寿命化を図る意味からも、必要だ

と考えておりますが、墓地公園全体の現状の把握と修繕計画を早急に立案し、必要度の高

い修繕から早急に実施すべきと考えますが、御所見を伺います。 

○戸田委員長 隠樹都市整備部長。 

○隠樹都市整備部長 墓園内の現状把握と修繕計画についてでございますけども、現状把

握につきましては、市営墓地については、先ほども申し上げましたように、適時修繕等を

行っている状態でもありますので、状態としては各墓地とも施設の老朽化が進んでいると

いう具合な認識を持っております。また、修繕計画につきましてでございますけども、現

状、全体の修繕計画は作成しておりませんけども、計画的な維持管理ですとか、今後の老

朽化に対応するためにも計画策定について考えてみたいという具合に思います。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 その点はぜひよろしくお願いしておきたいと思います。 

 除草につきましてですけれども、私、この数年、南墓地公園の、行かれるたびに、以前

は本当に自分の敷地の隣が空きになっていまして、もう雑草が生えて大変だったんだけれ

ども、いいタイミングで除草してほしいって申し上げたんですね。それから以降、この数

年間ずっといいタイミングで、いつ行っても気持ちがいいっていう声も伺っております。

そういった意味で、除草、側溝の草取り、ごみ拾い等だけではなく、墓地公園全体の管理

ということで、来場される方の気持ちっていうのもかなり変わってくると思います。大切

な御家族や親族をお預かりしているわけですので、市民の皆様の気持ちをよく御理解いた

だきまして、適切な管理を実施していただきたいと指摘をさせていただきます。 

 次に、議案第３３号、令和５年度米子市介護保険事業特別会計予算について、フレイル

対策の推進について伺います。フレイル対策に関する事業の財源について、まずお聞かせ

ください。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 フレイル対策に関する事業の財源についてでございますが、昨年９

月に受領いたしました寄附金を基にしたフレイル対策推進基金、一般財源及び介護保険事

業特別会計におけます国・県の交付金等を財源としております。なお、フレイル対策事業

の一部がデジタル田園都市国家構想交付金の交付対象事業として採択を受けましたことか

ら、当初予算の補正について現在準備をしているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 当局におかれての積極的な予算確保の姿勢というのが採択につながった

というふうに思っております。予算を確保した次には、確実、効果的な事業実施をという

ふうになるわけでございますけれども、このフレイル対策推進、この基金の活用方針と事

業実施計画について伺います。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 
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○塚田福祉保健部長 フレイル対策推進基金の活用方針と事業実施計画についてでござ

いますが、民間事業者と協働してフレイル対策を展開する際の財政的原資としまして、複

数年にわたり活用する方針といたしております。事業実施計画につきましては、６５歳以

上で要支援要介護認定者を除く全ての高齢者を対象にフレイル度チェックの実施と予防実

践教室の拡大を図りまして、全市展開を推進していく考えでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 この基金を活用した事業実施につきまして、多くの議員も注目をしており

ますし、市民の皆様もどのような成果が出るのだろうかと期待をしていらっしゃるところ

だと思うんですけれども、令和５年度の基金活用額、そして介護特会の繰出額が、このデ

ジタル田園都市国家構想交付金が採択されたことによりまして、幾らになってくるのか伺

います。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 令和５年度の事業の基金の活用額についてでございますが、基金を

フレイル対策推進基金活用事業及びフレイル対策推進事務費に活用する予定としておりま

して、フレイル対策推進基金活用事業は５０６万円、フレイル対策推進事務費は４,５７６

万７,０００円、合計５,０８２万７,０００円でございます。なお、事業の一部はデジタル

田園都市国家構想交付金の対象事業として採択を受けましたけれども、現在、当初予算の

補正について準備をしてるところでございますので、以上です。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 これは、次の補正予算が出たときの議論になるかと思うんですけれども、

このフレイルの準備に充てるはずであった４,５７６万７,０００円、この部分が振出しを

しなくても交付金で進むことができる金額ではないかなというふうに思っているんですけ

れども、しっかりと有効な取組ができるように期待をしたいと思います。一遍に支出をし

てフレイル対策を進もうとするための思い切った投資ができる予定が、それを使わなくて

も具体的な継続したフレイル対策に使える見込みになっているということだと思いますの

で、この点、少し伺っていきたいと思いますけれども、令和５年度の全対象者へのフレイ

ル度チェックの取組に係る人員確保でありますとか、様々な取組の会場費等の予算の内訳、

また、チェック後にそれをしっかりと精査してフォローできる体制というのは整っている

んでしょうか、伺います。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 令和５年度のフレイル度チェック実施の人員確保や会場費等の予

算の内訳及びチェック後のフォロー体制についてのお尋ねでございますが、令和５年度か

ら実施するフレイル度チェック及びフォロー、結果に応じたフレイル予防実践教室につい

ては、民間事業者と協働して一体的に実施する計画でございます。多くの事業者に実施い

ただけるよう、民間事業者で構成します米子市フレイル予防推進協議会とともにフレイル

度チェック及びフォロー体制の構築について協議を重ねているところでございます。 

 また、フレイル度チェック及びフォローにつきましては、委託といたしまして、フレイ

ル予防実践教室については補助をすることとしております。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 その実践教室のほうの実施体制はめどが立っているんでしょうか、整って
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いるのか伺います。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 フレイル予防実践体制についてでございますが、先ほど御答弁させ

ていただきましたように、現在、民間事業者と協働して一体的に実施する計画にしており

まして、民間事業者で構成をいたします米子市フレイル予防推進協議会とともに、フレイ

ル予防実践教室の体制構築について協議を重ねているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 様々な予算を、書類を見させていただきましたけれども、私は、この認知

症に対する取組というのが予算書の中からなかなか伝わってこないんですけれども、この

フレイル対策予算として、認知症は取り組まれるのでしょうか、伺います。 

○戸田委員長 塚田福祉保健部長。 

○塚田福祉保健部長 フレイル対策予算の中での認知症予防の取組についてでございま

すが、フレイル対策予算の中に認知症予防に特化した事業の予算化はしてございませんが、

運動不足の改善や生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の解消などが認知症予防

に資する可能性が示唆されておりまして、運動、栄養、社会参加を柱とするフレイル対策

とも重なる部分も多いことから、フレイル対策として行う予防実践教室などにも認知症予

防の要素を取り入れまして、取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

○戸田委員長 矢田貝委員。 

○矢田貝委員 分かりました。 

 最後にしますけど、今議会、会派によります質問、関連質問で、伊藤議員が伯耆町の取

組を紹介をされました。これは鳥取方式認知症予防プログラムのことを言われていたとい

うふうに理解をしておりますが、私は永江から始まりましたフレイル対策の全市的な展開

を求める際にも、既にエビデンスがある鳥取方式の認知症予防プログラムの推進、これは

もう既に全国的に導入する自治体が広がってきております。この推進も求めてきました。

今、協議中の様々な推進、チェック後の体制につきまして、ぜひフレイルチェック、フレ

イル体操の中に、認知症予防のプログラムの中にも健康体操が入っておりますので、それ

がどのように組み込んでいけれるのかをぜひ検討いただきまして、推進されることを求め

たいと思います。 

 令和５年度の予算が確実に実施され、市民の安心、安全な暮らしと、また、市長の目指

される住んで楽しいまちづくりが進むように、今後も公明党議員団、質問、提案等をして

まいります。そのことを申し上げまして、予算総括質問を終わります。 

○戸田委員長 次に、よなご・未来、松田委員。 

○松田委員 会派よなご・未来、松田真哉です。議案第２８号、令和５年度米子市一般会

計予算について総括質問をさせていただきます。大きく２項目、質問をさせていただきま

す。 

 まず、ふるさと納税の歳入歳出について伺います。私がこの質問をさせていただくのに

当たって、予算書の中で歳入額１４億円を見込む、歳出予算の中で、地域産品ＰＲ事業と

して７億６,９００万円、これが上がっているということは確認できましたけれども、肝腎

なのは他の自治体へ流出している税額、また、職員人件費等の見えないコストを踏まえた

上で、実質の財源が幾らであるかということを把握しておく必要性を感じて、この質問を
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させていただきます。 

 まず初めに、費用の内訳について伺います。 

○戸田委員長 若林経済部長。 

○若林経済部長 地域産品ＰＲ事業の費用の内訳についてのお尋ねでございます。当該事

業費の内訳としては、ふるさと納税寄附に係る返礼品の調達費及び送料が約５億４,０００

万円程度で全体の７１％、さとふるやふるさとチョイスといったＥＣサイト決裁手数料が

約１億８,０００万円程度で全体の２４％となっており、この２つの経費で全体の９５％を

占めております。その他の経費としては、寄附証明の発行やワンストップサービスに係る

事務処理手数料、宣伝広告費などを含み、先ほどの約７億７,０００万円弱ですね。それか

ら、ふるさと納税業務、従事します正職員の人件費については、これに含まれていない状

況でございます。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 確認ですが、そうすると、このＰＲ事業の費用の中では、人件費というのは

幾らか入ってるという認識でいいんでしょうか。 

○戸田委員長 若林経済部長。 

○若林経済部長 先ほど申し上げました事業費の中で、１人役、臨時職員が専門で取りか

かってる分に関しては算入しているところでございます。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 １名、１人役入ってますけれども、あと残りは担当の係の方が６名あられる

ということで、なかなかその人件費の算出というのは、ほかの業務もありますんで、難し

いとは思いますけども、目に見えない部分では、この人件費もかかってるという認識だと

思います。 

 続いて、他自治体への税金の流出額について、幾らか教えていただけますでしょうか。 

○戸田委員長 若林経済部長。 

○若林経済部長 ふるさと納税に係る他の自治体への税収の流出額についてのお尋ねで

ございます。これは、令和３年度中の実績で御報告させてください。令和３年度の他自治

体へのふるさと納税寄附行為による令和４年度の市民税寄附控除額は、約２億３,０００万

円余りとなっております。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 約２億３,０００万円ということで、思ったより、そこまでびっくりするほ

ど大きい金額にはなってないなっていうことで、流出の度合いもそんなに深刻ではないな

ということで、安心しております。 

 次に、見込まれる実質の歳入額について、幾らであるか教えてください。 

○戸田委員長 若林経済部長。 

○若林経済部長 見込まれる実質の歳入額についてお尋ねでございます。令和５年度のふ

るさと納税寄附額を１４億円と想定した場合、事業費歳出を約７億７,０００万円として予

算計上しているところでございます。これを踏まえますと、実質の歳入は、差額の６億３,

０００万円程度となり、寄附額の４５％に当たるものと考えております。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 実質の歳入額は６億３,０００万円ということで、大きい金額だと思います。
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そして、この歳入のほうというか、寄附の額ですけども、まだ見込みということなので、

上がる場合もあるかもしれませんけれども、下がる場合もあると思います。このふるさと

納税の損益分岐点についての寄附額、どの程度ということで考えておられるか、伺ってよ

ろしいでしょうか。 

○戸田委員長 若林経済部長。 

○若林経済部長 本市のふるさと納税の損益分岐点についてのお尋ねでございます。令和

４年度の市民税におけるふるさと納税寄附控除額を２億３,０００万円、実質的な歳入を寄

附額の４５％と仮定すると、推計では、ふるさと納税寄附額が約５億１,０００万円以上な

ければ流出超過となる見込みでございます。 

 なお、ふるさと納税の実質的な流入と流出だけに着目すると、損益分岐点は前述のとお

りとなりますが、税収減収部分については一定の普通交付税措置があるとともに、返礼品

を提供することで、地元企業者の地産外商を実現させ、経営基盤の強化になるほか、寄附

者への定期的なメールマガジンの配信を通じた関係人口の拡大など、寄附額の収支に表れ

ない効果があるものと考えております。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 言われるように、目に見えない効果というのも多いと思います。ただ、この

５億１,０００万円というのは、最低ラインというか、損益分岐点ということなので、ここ

は絶対に、ここの数字というのは確保されるんだろうということで考えておられると思い

ます。このふるさと納税について、自治体間の競争が大変激しくなっておられまして、自

治体の陣取り合戦というか、そのような形になってると思います。このふるさと納税の制

度には、全国的に見ても、賛否もあるようで、職員の皆さんの負担も大きいとは思います

けれども、現段階にとって、本市にとって財源確保のメリットっていうのがかなり大きい

と思います。直接結果を出せば、その分直接財源が確保できるというところは大変、本市

にとっては大きいチャンスだと思いますので。担当課の方ともヒアリングさせていただき

ましたけれども、前向きに捉えておられて、地元事業者の活性化につながると、間接的な

税収増加も期待できるんだということで、地元の企業の皆様を応援しますということで、

高い意識で捉えておられましたし、なかなかふるさと納税があることで、ふだんお会いで

きないような業者の方の意見を聞けるアプローチと、きっかけになるということなので、

積極的にこれも活用いただければと思います。来年度の目標も大変高いものだと思うんで

すけれども、職員の方がより一層努力や工夫をしていただいて、財源確保につなげていた

だけたらと思います。このふるさと納税、関係人口も増加だとか、もっと進めば、移住者

増加に波及するようなことも期待できると思います。 

 市税の流出についてなんですが、令和元年が１億２,９００万円、令和２年は１億７,４

００万円、令和３年は、先ほどありましたが、２億３,２００万円と年々上昇しております

ので、現時点では早急な対策は不要だと思いますけれども、この市税の流出額についても

注意いただいて、引き続き歳入確保に取り組んでいただければと思います。 

 続いて、次の項目に入ります。歩いて楽しいまちづくり関連事業について伺います。 

 令和５年度の一般会計歳出予算の中で、この歩いて楽しいまちづくり関連事業が数多く

予定されております。特にこの事業、数も多いですし、予算のほうも大きい金額がついて

おります。令和５年度の予算の中で、特に目立つ部分、突出している部分だと思います。 



－37－ 

 まず初めに、予算額、また割合、歳出額に対する割合、全体のですね、それを伺います。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 総予算額、そして割合についてのお尋ねでございますが、総予算額

につきましては、約１５億７,０００万円でございます。そして、一般会計歳出予算に対す

る割合については、約２％でございます。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 歳出全体で約２％ということですけれど、全体を分母とするとそのぐらいな

んですが、歳出予算の性質別で考えて、この事業が当てはまるであろう投資的経費と消費

的経費の合計を分母だとすれば、約６％ということでした。目的別予算でいくと、農林水

産業費が１０億７,０００万円なんですけれども、これを上回る大きな予算だということで、

やはり突出していると思います。 

 次に、この歩いて楽しいまちづくり関連事業について、見込む効果というのについて伺

いますが、まず最初に、この関連事業における目標、なるべく数値目標、係数など、指標

となるようなものの数字を教えていただいてよろしいでしょうか。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 この事業の目標となる指標等のお尋ねでございますが、幾つかの事

業がございますので、少し具体的に述べさせていただきますけども、国に提出している計

画において、田村議員の答弁でもお答えしましたが、各エリアにおいて、４つのエリアが

ございますけども、定量的な目標値を設定しております。 

 具体的に申し上げますと、米子駅周辺につきましては、駅前通り周辺の歩行者交通量が

近年の減少基調から、事業により横ばい基調となること。そして、計画区域内の商業施設

新規出店数、これは令和８年度までに１店舗以上と。 

 そして、角盤町周辺につきましては、える・もーる商店街の歩行者交通量、近年の傾向

が減少基調であることから、事業により横ばい基調となること。そして、計画区域内で行

われるイベントの実施回数ですが、令和元年度を基準として、年３１回を令和８年度で年

３２回以上。そして、計画区域内の商業施設の新規出店数を令和８年度までに１店舗以上。 

 米子港の周辺につきましては、城下町観光ガイドの年間利用者数が、これ、令和３年度

を基準として、年４,７３３人を令和６年度に年５,０００人。そして、児童文化センター

の年間利用者数、これ、令和３年度を基準として、年１７万４,７６４人を令和６年度に年

１９万人。米子市循環バス、だんだんバスの年間利用者数、令和３年度を基準として、１

２万９,９３３人を令和６年度には年１３万７,９２４人。 

 そして、最後に皆生温泉でございますが、皆生温泉の年間宿泊者数を、これ、令和２年

度を基準として、年２６万人を令和８年度に４５万２,０００人とするような目標とする指

標を設けてるところでございます。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 歩行者の交通量を、ほぼ横ばいをキープすると、新店舗出店数は１店舗以上、

児童文化センターの年間の利用者を増やして、バスの利用者、だんだんバスですね、につ

いては令和３年度から令和６年で約８,０００人増やすという形になっております。特に最

後にありました皆生温泉については、令和２年度実績に対し、令和８年度で約１９万人増

やすという目標だと思います。このコロナの前の数値というのも参考になってるとは思い
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ますけれども、相当伸ばすような数字になってると思います。この宿泊者数っていうのは、

やはり数字も拾いやすいでしょうし、いろんな成果を見るのには参考になる数字だと思い

ますので、特にこの皆生温泉の宿泊者数については、ほかの、最初に伺った目標値という

のはそんなに高いものではないと思いますけど、ここはやっぱり、皆生温泉のところにつ

いては、より一層注力していただけたらなと思います。 

 次に、この事業で期待されるような経済効果というか、その数字以外、数字以外という

か、先ほど伺った国に出しておられる計画以外で、効果を見込んでいるようなものがあれ

ば、教えていただいてよろしいでしょうか。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 この事業の効果につきましては、るる申し上げませんが、いわゆる

お尋ねの経済効果につきましては、様々なこの事業の結果、最終的には民間企業の参入で

すとか、にぎわいの創出にかかる様々な経済効果、それを期待しているところでございま

す。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 経済効果というところで、例えばもう少し、固定資産税を、この周辺のエリ

アをですね、この金額をこれぐらい伸ばすんだとか、路線価をこれぐらい目指すんだと、

そういうような数字というのは、この歩いて楽しいまちづくりの事業の中では、そういっ

たもうちょっと具体的なところはないでしょうかね。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 午前中の田村議員の答弁で、やはりこれらの効果については最終的

にはマネタイズすることが非常に重要であると認識をしておりますと、そういう答弁をさ

せていただきましたが、基本的に今、委員がお尋ねのありました固定資産税収の目標値な

どにつきましては、これ、やはり景気の動向とか、コロナ禍もそうでしょうし、そういう

社会経済情勢に大きく左右されるということから、あえて具体的な目標数値というのは設

けておりません。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 やはり農林水産業費を大きく上回るような投資なので、やはり今のところだ

と、もう少しこの事業、関連事業をすれば、こういうふうに町が変わるんだというところ

で、イメージが湧くようなものが、教えていただきたいなと思うんですけども、例えば市

長、この歩いて楽しいまちづくり関連事業のところで、もう少し市長のイメージされてお

られる経済効果、特にその辺り中心に、見解を伺えればなと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○戸田委員長 伊木市長。 

○伊木市長 経済効果につきましては、先ほど部長から答弁があったとおり、具体的な数

値までは定めておりませんが、ただ、やはりこの歩いて楽しいまちづくりをすることによ

りまして、やはりその中心市街地を中心とした、米子のああいったエリアが、駅前や角盤

町、朝日町とか、そういったエリアがもっともっと人が歩いてにぎわうような光景が見ら

れるような状況にできるかどうか、ここが非常に大きな勝負だというふうに思っておりま

す。 

 今、人口減少ということが一つあるでしょうけれども、様々な地方都市あるいは中山間
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地において、事業が成り立ちにくいというようなことが具体的に発生をしております。こ

れを防ぐためには、これは米子も例外ではありませんので、これを防ぐためには、やはり

どこかちゃんと中心をつくって、町の中にへそをつくって、そこに人が定期的に集まるよ

うな、そういう仕掛けをつくっていかなければいけません。まだこの一連の公共事業は、

その非常に基礎になるものだというふうに思っております。この基礎をしっかりと、イン

フラ整備をした上で、そこに民間企業の皆様が例えば出店をしていただいたりだとか、新

たなイベントをしていただいたりだとか、様々な民間の事業の効果と相まって、最終的に

は経済効果というものが発現するものだと思いますし、また、地価に与える効果というも

のも一定程度、これは当然期待をしながら、しているというところでございます。 

○戸田委員長 松田委員。 

○松田委員 数字で固定資産税等、明確な数字というのはなかなか難しいと思いますが、

ある程度はイメージが湧いたと思います。当然、執行部の皆様も、予算をつけて、工事を

して終わりではないという理解であるとは思っております。しかし、やはり、何度も言い

ますけど、来年度について大きな予算取られるわけですから、この歩いて楽しいまちづく

り関連事業が、市民の皆様に目に見える形で、実感できる形でしっかり成果を出さなけれ

ば、この投資は一体何だったんだというような厳しい意見も出てくると思います。あくま

でもやはり予算を、何度も言いますけれども、予算をつけて、整備して終わりではないと、

整備してからが始まりだと、本番であるということを周知いただいて、この投資を決して

無駄にしないように、計画的に効果を検証していただいて、収益性求めていただいて、民

間の投資を呼ぶ取組をしっかりしていただくということで、これについては、関連される

部署、経済部さんとか、部局職員さん全体で周知していただいて、マネタイズということ

なので、収益につながるということを、収益を求めていただいて、この事業をしっかり取

り組んでいただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○戸田委員長 次に、よなご・未来、国頭委員。 

○国頭委員 よなご・未来の国頭です。私は、議案第２８号、令和５年度米子市一般会計

予算について、少し質問させていただきたいと思います。 

 まず、１番に、財政運営についてでありますけども、先ほど安達委員の質問に、私の質

問をしようと思ってた、予算編成方針においてのシーリングっていう、昔、野坂市長時代

は本当に３％シーリングとか、ずっとやってこられました。それは、今のように、ふるさ

と納税、企業版ふるさと納税など財源がなかって、シーリングによって予算をひねり出し

てた、それから、借金を返済してた等があったと思いますけども、今回はされなかったっ

ていうことですけども、改めてですけども、その理由をお聞きしたいと思います。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 令和５年度当初予算の予算編成で、シーリングを行わな

かった理由でございますけれども、先ほど安達委員の答弁でも若干触れましたけれども、

昨今の物価高騰のこともございますし、原油価格、それから労務費の上昇などもございま

す。こういったことから、経常経費の上昇はもう避けられないものということから、シー

リングの設定がなじまないということで判断を行いまして、シーリングは行いませんでし

た。以上です。 
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○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 聞き取りのときに少しお聞きしたんですけども、今年度はしなかったという

ことでありますけども、するときもあると思います。今回は物価が上がって、来年は下が

るかもしれないですね、シーリングっていうのは適宜行っていくっていうのはもちろんだ

と思います。 

 では、新規事業の件数及び金額について、昨年度当初予算と比べての比較で教えていた

だきたいと思います。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 新規事業の件数と金額についてのお尋ねでございます

けれども、昨年度当初予算との比較で、新規事業は５５件、総額は約１６億５,０００万円

となってございます。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 いつも野坂市長時代と比べてしまってもいけないんですけど、伊木市長にな

られて、非常に新規事業が増えてきたのかなと思います。ふるさと納税等も活用しておら

れると思いますけども、新規事業における財源確保についてお聞きしたいと思います。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 新規事業の実施におけます財源確保でございますが、引き続き国、県の

動向を注視し、必要のあるものにつきまして、国、県に対して補助事業等の創設あるいは

拡充などを要望、提案し、財源の確保に努めていくほか、先ほど来お話が出ておりますけ

ど、ふるさと納税や、さらには企業版ふるさと納税などの自主財源の確保に努めてまいり

たいと考えております。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 財源確保っていうのを、国、県の補助事業等ですね、一生懸命されてると思

います。ちょっと聞いてなかったんですけど、これについて、事務的なことですけども、

こういった国県の確保策というか、事業に申し込んだり、そういったものは、メールとか

電話だけで済ましておられるんでしょうか。実際に官庁等にも行かれてるっていうことな

んでしょうか、お聞きしたいと思いますけども。 

○国頭委員 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 これは、市長はじめ部長も含めまして、いろいろ本省のほうにも出向い

たり、そういった活動をしているところでございます。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 分かりました。そういった省庁にも出向いていっておられるということで安

心しました。 

 次に、行財政改革についてお聞きしたいと思います。ＤＸの推進による効果についてお

聞きしたいと思います。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 ＤＸ推進によります効果でございますが、これは９月定例会中の総務政

策委員会において御報告をさせていただいております、労務管理業務のシステム化、生活

保護関連事務のデジタル化、ＲＰＡ等のデジタルツールによる業務自動化などによりまし

て、８,７２２時間、人役でカウントしますと約４.７人役分の業務について省力化が図ら
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れた、このようなことを先般報告をさせていただいたところでございます。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 ４.７人役分の業務について省力されたということであります。少し伺った

ところ、４.７人を、職員さん、浮いたということですけども、減らしたということではな

いということであります。 

 では、今後、人員やコスト面における効果が見込まれるＤＸ関連の取組については、ど

のようなものがあるのか、お聞きしたいと思います。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 お答えします。本年２月から全国的に開始されております、引っ越しワ

ンストップサービスも含めました様々な手続におけますオンライン化と、デジタルツール

を活用した業務の自動化、省力化を引き続き強力に推進するとともに、令和５年度から本

格的に運用を開始いたします決裁の電子化、あるいは契約事務の電子化、会議等のペーパ

ーレス化などにより、業務量とコストの縮減を図っていきたいと考えております。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 業務量ということだと思いますけど、１人役ということですね。コストの縮

減となると、職員さんの適正管理等になってくると思いますけども、それでは、今後の職

員数の考え方についてお聞きしたいと思います。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 今後の職員数の考え方でございますが、今後、人口減少、あるいは生産

年齢人口の減少、こういったものを見据えまして、より少ない職員で効率的に事務を処理

する体制を構築すべく、現在、ＤＸの推進や業務の効率化によりまして職員の削減を行う

一方で、社会情勢や住民ニーズの変化などを的確に捉えまして、企画、あるいは対人支援

業務など、人でなければできない業務について再配置し増員を図るなど、適正な定員管理

を計画的に行っていきたいと考えているところでございます。 

 これらの考え方を基にしまして、職員数の管理方針として、米子市の職員定員管理計画、

こういったものを今後策定するよう検討しているところでございます。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 米子市職員定員管理計画、これ第４次ということでしたけども、これは今年

度中に策定する予定じゃなかったんでしょうか、令和４年度中に。 

○戸田委員長 永瀬総務部長。 

○永瀬総務部長 現在鋭意調整中でございまして、なるべく早い時期に策定したいなとい

うふうに考えております。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 行革っていうのがなかなか、野坂市長のときばかり言いますけど、本当に大

分行革をやっておられたなと思って、私もよく質問しとったんですけど、なかなかちょっ

と行革っていうのが最近見えてきてないなと思っております。個別管理計画等も作成も遅

れましたし、なかなかちょっとその辺り、ＤＸということでしっかりと効率化されると思

いますので、その辺りしっかりと取り組んでいただきたいと思いますけども。 

 職員管理のということで、副市長、県で職員の行革というのは取り組まれたと思います

けども、今後の定数計画っていうのについては、どんな考えで持っておられるんかなと、
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お聞きしたいと思いますけど。 

○戸田委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 職員定数の考え方につきましては、先ほど総務部長のほうからお答えした

とおりでありまして、現在その最後の詰めの作業を行っております。当然のことでありま

すけども、生産性を上げていくということは社会の大きな命題でありまして、その背景に

は、これはもう避けることのできない人口減少社会、特に生産年齢人口が落ちていくとい

うことであります。当然この波は米子市もかぶるわけでありまして、民間企業においても

人材不足という流れの中で、しっかり、様々な意味での経営努力はしておられるというふ

うに思っております。 

 我々は、ＤＸという言葉に表れること以外のことも含めて、トータルで生産性を上げて

いくことと併せて、社会のニーズ、行政ニーズもどんどん変わってきてますので、特に対

人支援をはじめとする、人でなければならない業務に人材を集中投資していくという切替

えは、必ずこれは必要であります。もちろん、既にそういうオペレーションをし始めてお

りますけども、一方で、民間企業でやっておられるような、人は簡単に変われないんで、

リスキリングといったようなことも、これからやはり我々も向かっていかなければならな

い課題だろうと思っております。いずれにしても、市役所としての生産性をどう上げるか

ということをしっかりやった結果として、私個人の考えでありますが、生産年齢人口の減

少率は最低限追いかけるような削減率というのは、これは必要なんだろうと、このように

思っております。以上です。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 かつて非常に行革で職員さんをずっと切ってきたと、それでいびつな職員体

制っていうものが生じてきたと、それから組織の活性化も失われてきたところもあるのか

もしれないということでありますけども、やはり人しかできないところもありますし、Ｄ

Ｘで全て職員削減をしていくということではないと思っております。そういったこともし

ながら、適宜取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、３番目の外部団体への支出についてお聞きしたいと思います。委託料とか、

または補助金において、５年前、平成３０年度と比べて、増減の多い事業というのはどの

ようなものがあるのか、お聞きしたいと思います。また、その増減の理由についてお聞き

したいと思います。 

○戸田委員長 長谷川総務部次長。 

○長谷川総務部次長兼財政課長 委託料、補助金についてですが、外郭団体にとらわれず

に、市全体の状況についてお答えをさせていただきたいと思います。５年前の平成３０年

度と比較して、増減の多い事業とその理由について述べさせていただきます。 

 まず、委託料でございますけれども、予防接種事業で、対象接種項目の追加等によりま

して９,５００万円の増加、それから、都市公園管理事業で、対象場所の追加などで５,７

００万円の増加ということがある一方で、妊産婦健康診査事業で、対象者の減少により１,

２００万円の減がございます。それから、補助金及び負担金におきましては、だんだんバ

スの運行負担金で、路線の拡充などによりまして２,１００万円の増加がある一方で、企業

立地促進補助金におきまして、雇用促進補助金、これの廃止によりまして１,９００万円の

減などがございます。 
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○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 基本的には委託料という、指定管理等も含めた委託料というのはやっぱり増

大化しないことが一つあるんじゃないかなと思っております。補助金、負担金、今日もあ

りましたけども、は、やはり効果に応じて、そこを必要とされてるところもありますので、

増減をすべきでないと考えますが、特に指定管理のような、私、委託料についてはもっと、

今もされてるのかもしれないですけど、もっと情報を、オープンというか、中身を、市の

事業もそうなんですけども、特に委託しているとこの情報についてはオープンにして、す

べきじゃないかと思ってるんですけども、その辺について、またちょっと事務方で申し訳

ないんですけど、副市長の、そういった情報をオープンにすべきことについてお聞きした

いと思います。 

○戸田委員長 伊澤副市長。 

○伊澤副市長 ちょっと質問の意図を私自身が理解しかねておりますが、委託業務の委託

先等の情報を、我々意図的に隠しているというようなことはございませんので、必要なも

のにつきましては、決算資料等では開示しておりますし、特段、極めて特殊な業務でひょ

っとしたら委託先を出すとまずいようなことがあるものも全くないとは言いませんけど、

基本的にそういうものは存在しませんので、委員お求めのその情報の内容がどういったも

のなのかっていうことが、冒頭申し上げた、理解しかねてるとこなんですけども、お求め

の情報があれば、これはお出しすることもできますし、定性的にと言いましょうか、こう

いった情報は出すべきじゃないか、今出しているものに漏れてるんじゃないかという御指

摘があれば、具体的に御指摘いただければ、対応したいと思います。以上です。 

○戸田委員長 国頭委員。 

○国頭委員 行革で進んでる、当市出身の福嶋さんが、元市長でおられた千葉県我孫子市

なんか、何回も視察、昔から行ってるんですけども、市の事業も含めて、委託の事業も含

めて、全て市民にオープン、事細かく。市の業務はみんな持っていってくださいと、市民

から提案があれば、そういった事業は取っていってくださいという姿勢なんですよね。市

役所は最終的には要りませんというような極端なあれなんですけども。そういった行革に

当たっては、指定管理も今年ですか、来年ですか、令和５年度は何か中間の年のチェック

の年になりますし、令和７年度に更新が多いということであります。そういった、先に迫

る指定管理も含めて、やはり市の事業っていうのはオープンであるべきだと思っておりま

すんで、そういった考え、行革ということにも、ＤＸとともに進んでいただきたいと思っ

ておりますので、要望しておきたいと思います。以上で終わります。 

○戸田委員長 次に、日本共産党米子市議団、又野委員。 

○又野委員 日本共産党米子市議団の又野史朗です。私は、議案第２８号、令和５年度米

子市一般会計予算について質問させていただきます。私どもの会派の議員が属していませ

ん総務政策委員会関係の個別事業になりますけれども、質問させていただきます。 

 まず１点目ですけれども、歳出予算の主な事業の概要の２ページのところに記載してあ

ります、避難行動要支援者個別計画作成推進事業についてですけれども、この中に、市職

員及び地域の支援者（自治会自主防災組織等）で実施とあり、自治会の役割が何か大きい

ような感じがするんですけれども。そうすると、自治会に加入されていない未加入の方っ

ていうのは、どのように対応されるのかなと思いまして、そのことについて教えてくださ
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い。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 自治会未加入の方の避難行動個別避難計画のお尋ねでございます

が、この計画は自治会加入の有無にかかわらず、作成されることに同意をされた避難行動

要支援者の方に作成するものであります。この避難行動要支援者の多くは様々な福祉サー

ビスを利用されている、そういうことが想定されることから、地域の方も含め、その家族

や福祉事業者等と相談し、具体的に支援の方法について検討させていただく、そういうこ

とにしておるところでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 自治会に加入されてない方も、要支援者ということなので、どなたかが多分

関わっておられるので、その方と相談してということだったと思います。了解しました。 

 それで、通告してないんですけれども、午前中、予算の削減の辺りでこの事業の話が出

ていたと思いまして、もともと、専門職の方に委託していて、そのお金がかかってきたと

いうのを自治会等にお願いすることによって金額が削減されたっていうような話があった

んですけれども、やはりお金をかけてまでっていうんですと、これまで、やっぱり手間や

時間がかかるということで、今回この計画作成地区負担金というのが上がってるんですけ

ど、このお金っていうのは、そこら辺の手間や時間が、やっぱり地域の方、手が取られる

からとか、そういうような意味合いのものなのか、ちょっと教えていただければと思いま

して。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 お答えいたしますけども、まず、予算が大きく減額された理由は、

これは委員会でも報告させていただきましたけども、対象者を本当に、例えば高齢者でし

たら要介護３以上の在宅の方とか、そういうふうに厳密に、要はきちんと把握できるよう

にした。それによって対象者の数がある程度限られてまいりましたんで、それについては、

基本的には地域の方と、そういう地域の方任せではなくて、私どもも積極的にそれに参画

することができるのではないかと。そういうことで予算の大幅な減額になったということ

をまず御理解いただきたいというふうに思います。 

 そして、御質問のありました、地域に出すお金につきましては、委員御指摘のとおり、

地域の方々とのいろいろな話合いに係る経費、そういうのを計上させていただいてるとい

うことでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 新たに地域の方にお願いするっていうことで、これまでも自治会のほうから、

自治会の役員の方とかって、いろいろと事務を市のほうから請け負って大変だという話を

聞いたりするんですけれども、新たにこれ、追加されるっていうイメージだと私は思うん

ですけれども、何か意見とか要望とか、自治会のほうからって何かありましたでしょうか

ね。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 これが新たな自治会の負担になるのではないかという御指摘でご

ざいますが、基本的に私どももそのことは十分承知をしておりまして、そのために、既に

予算を認めていただいております地域活動支援員をフル活用するとともに、職員のほうも
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直接自治会のほうに出向かせていただいて、それで、極力自治会の皆さんの負担をなくす

ということにさせていただいております。 

 ただ、しかしながら、やはり地域の方、自治会の方々におかれましても、やはりそうい

う地域の方の心配というのは自分たちでやりたいというお声もありますので、そこの負担

のかからないようなやり方で、一番ベストな選択をしていきたいというふうに考えており

ます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 しっかりと対応していただければと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、次が、事業別予算説明書の４ページのところになるんですけれども、無線

放送施設管理費についてです。防災無線のところの話だと思うんですけれども、令和４年

度の予算額が２,４７２万９,０００円だったものが、５年度は８,９９７万１,０００円と、

かなりの増額なんですけれども、その理由を聞かせてください。 

○戸田委員長 佐小田防災安全監。 

○佐小田防災安全監 無線放送施設管理費の予算の増加の理由でございます。防災行政無

線屋外拡声子局のバッテリー交換に係る修繕費として１,６５０万円、また、防災行政無線

放送設備メディア連携サーバー更新委託料として５,５００万円を計上したためでござい

ます。屋外拡声子局のバッテリー交換については、バッテリーの経年劣化による交換であ

ります。また、放送設備メディア連携サーバーの更新については、サーバーのオペレーシ

ョンシステムのサービス提供が令和５年度に終了するために対応するものでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 サーバーのオペレーションシステムのほうがかなりの金額で更新される内

容だと思うんですけれども、ちょっとそこら辺、私、勉強不足なんですけども、そのＯＳ

の更新というのは、そこまでかかるものなんでしょうか。 

○戸田委員長 佐小田防災安全監。 

○佐小田防災安全監 ＯＳの更新がそんだけかかるかということなんですけれども、最新

のオペレーションシステムに更新することにより、サーバーなどの機器の交換が必要とな

ります。その経費として、ハードウエア費が約６００万円、また、パッケージ標準ソフト、

セキュリティーソフトの導入に加えて、メールやテレビテロップなどの連携するシステム

を米子市用にカスタマイズすることが必要であり、ソフトウエア費として約３,３００万円、

その他、労務費として約１,６００万円が必要となったところでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 確かに必要だということなんでしょうけれども、これ、恐らくもともと設置

されたメーカーさんが引き続きずっとしていくような、随意契約みたいな形になるんじゃ

ないかなと思いますけれども、そこにお願いするしかしようがないという部分があります。

もうちょっと、できるかどうかは難しいかもしれないですけれども、もうちょっとここら

辺、研究、精査していただければと思っております。よろしくお願いします。 

 次に、同じページですけども、災害対策事業について、令和４年度の予算額が５２６万

円だったのが、令和５年度が１,４６３万９,０００円と、これもかなり増額になってるん

ですけれども、その理由を聞かせてください。 

○戸田委員長 佐小田防災安全監。 
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○佐小田防災安全監 災害対策事業費の予算の増額の理由でございます。米子市役所本庁

舎及び淀江支所に設置しております蓄電システムの撤去費用を１,１００万円を計上した

ため、本件事業の予算額が増加したところです。当該システムは、停電時に庁舎に電力供

給するものであります。老朽化が進んでいることにより、令和２年に本庁舎に非常用電源

発電機を配備したことや、来年度には、淀江支所に非常用電源機を配備することから、一

定の役割を終えたと判断し、撤去するものでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 例年とは違って、撤去費用がついたということで、了解しました。 

 次に、同じ事業別予算説明書ですけれども、２７ページのビジネス人材確保推進事業に

ついてですけれども、この事業、東京圏のほうから移住されて、米子のほうで就業または

起業した人への支援金ですけれども、これも令和４年度の予算額が４００万円だったもの

が、令和５年度は２,１８０万円と、かなり５倍以上増額になっていますけれども、その理

由をお聞かせください。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 増額の理由についてでございますけども、これは、御案内のように、

国、県、市で実施する事業でございまして、令和５年度からは国の事業が拡充されまして、

１８歳未満の子どもを帯同して移住する場合の加算額というのが、子ども１人当たり３０

万円から１００万円に増額されたことから、県も加算して予算要求をされております。ま

た、件数、支給世帯についても若干見込みを増やしておりまして、それで増額させていた

だいたということでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 金額も増額になったということで、最初、たしか利用される方がほとんど少

なかったと聞いてますけれども、だんだん周知されるようになったのかなというのも思い

ますし、内容も変わってきたということで、この間も東京圏のほうの大学の定員数は増や

すような話があって、余計東京一極集中が進むんじゃないかというのが報道されてました

けれども、それとは違う、このように地方のほうにも人が何とか来れるようにっていうの

ができて、それを利用される人も増えてきてるということなので、よかったと思っており

ます。 

 そうすると、あと最後に、これは２８ページになるんですけれども、高齢者バス運賃助

成事業についてですけれども、予算がちょっと減ってるんですけれども、これから少子高

齢化で高齢者人口が増えてきて、免許返納もされる方も引き続きおられると思うんですけ

れども、なぜ予算が減っているのか、理由を聞かせてください。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 減額の理由についてでございますけども、当該事業の予算につきま

しては、コロナ禍前の令和元年度の実績を基に従来予算計上を行っておりましたが、コロ

ナ禍で申請件数が減少していることから、令和５年度につきましては前年度の実績見込額、

これをベースに算出させていただいたということでございます。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 実績を基にということですけれども、先ほどから話がありますけれども、コ

ロナのほうも大分対応が緩和されるということで、出かけられる方も増えるんじゃないか
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なと思うんですけれども、そこら辺のことはどのように対応されるんでしょうか。 

○戸田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 今後の見込みについてのお尋ねでございます。まずはこの制度を十

分周知する、そして、この推進を図ることが重要であるのはもちろんでございますけども、

仮に予算を超えて申請があった場合には、これは補正予算を検討させていただきたいと、

そういうふうに考えております。 

○戸田委員長 又野委員。 

○又野委員 そのようなことがあった場合、しっかりと対応していただければと思います。

よろしくお願いします。以上で終わります。 

○戸田委員長 以上で総括質問は終わりました。 

 分科会審査の担当部分については、お手元に配付しております予算決算委員会分科会審

査日程表及び審査担当表のとおりといたします。 

 次回の本委員会は、３月２０日午前１０時から開催いたします。 

 以上で本日の予算決算委員会を閉会いたします。 

午後２時１９分 閉会 

 

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。  

 

予算決算委員長  戸 田 隆 次 


